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令和８年第１回（３月）岬町議会定例会第１日会議録 

 

○令和８年３月４日（水）午前１０時００分開議 

 

○場 所   岬町役場議場 

 

○出席議員 次のとおり１０名であります。 

  １番 大 里 武 智   ２番 欠   員   ３番 欠   員 

  ４番 中 原   晶   ５番 竹 原 伸 晃   ６番 奥 野   学 

  ７番 道 工 晴 久   ８番 谷 地 泰 平   ９番 谷 﨑 整 史 

 １０番 出 口   実  １１番 瀧 見 明 彦  １２番 坂 原 正 勝 

 

 欠席議員  ０ 名、欠  員  ２ 名、傍  聴 １１ 名 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求める者は次のとおりであります。 

町 長 田 代   堯 
まちづくり戦略室 

企画施策推進監 
寺 田 武 司 

副 町 長 中 口 守 可 
まちづくり戦略室理事 

（企画地方創生担当） 
新 堀   満 

副 町 長 上 田   隆 

まちづくり戦略室 

危 機 管 理 監 

兼危機管理担当課長 

寺 田 晃 久 

教 育 長 古 橋 重 和 
総 務 部 理 事 

兼 総 務 課 長 
南   大 介 

まちづくり戦略室長 

兼町長公室長 
川 端 慎 也 

総 務 部 理 事 

兼財政改革部理事 
谷   卓 哉 

総 務 部 長 

会 計 管 理 者 
西   啓 介 しあわせ創造部総括理事 辻 里 光 則 

財政改革部長 内 山 弘 幸 

しあわせ創造部理事 

（保健センター担当） 

兼保健センター所長 

川 井 里 香 

しあわせ創造部長 松 井 清 幸 

都市整備部理事 

（建築担当） 

兼 建 築 課 長 

佐々木 信 行 

都市整備部長 小 坂 雅 彦 
都市整備部総括理事 

（産業観光促進・新たなみさき公園担当） 
吉 田 一 誠 
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教育次長兼指導課長 松 井 文 代 

都市整備部理事 

（新たなみさき公園担当） 

兼産業観光促進課長 

（観光促進担当） 

新 保 太 基 

まちづくり戦略室理事 

（秘書・政策推進担当） 

兼町長公室（秘書担当）課長 

兼企画政策推進担当（政策推進担当）課長 

川 島 大 樹 下水道事業理事 奥 田 敏 幸 

まちづくり戦略室理事 

（人事担当） 
廣 田 尚 司 

教育委員会事務局理事 

（生涯学習担当） 

兼生涯学習課長 

兼青少年センター所長 

岩 田 圭 介 

 

○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 松 本  啓 子 議会事務局係長 池 田 雄 哉 

 

○会  期 

   令和８年３月４日から３月２６日（２３日） 

 

○会議録署名議員 

  ５番 竹 原 伸 晃   ６番 奥 野   学   

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

議事日程 

  日程第 １  会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 

  日程第 ３ 

  日程第 ４ 

 

 

 

会期の決定 

諸般の報告 

令和８年度町制運営方針について 

  日程第 ５  会派代表質問 
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（午前１０時００分 開会） 

○坂原正勝議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和８年第１回岬町議会定例会１日目を開会します。 

  ただいまの時刻は、午前１０時００分です。 

  本日の出席議員は１０名です。出席者数が定足数に達しておりますので、本定例会は成立しま

した。 

  本定例会には、町長以下、関係職員の出席を求めております。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○坂原正勝議長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名します。 

  ５番 竹原伸晃君、６番 奥野 学君、以上の２名の方にお願いします。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○坂原正勝議長 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、３月４日から３月２６日までの２３日間としたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○坂原正勝議長 異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、３月４日から３月２６日ま

での２３日間と決定しました。 

  それでは、今期定例会の開会に当たりまして、町長から挨拶を求められていますので、これを

許可します。 

  田代町長。 

○田代町長 ただいま議長のお許しを得ましたので、令和８年第１回定例会の開会に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日の定例会を招集申し上げましたところ、何かとご多忙中にもかかわりませず、ご出席を賜

り心から御礼を申し上げます。 

  まず初めに、本定例会では、この後の諸般の報告において、奥野 学議員さんと出口 実議員

さんが22年以上の在籍議員として、大阪府町村議長会より表彰される永年在職議会議員表彰が伝
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達されます。奥野議員さん、出口議員さん、誠におめでとうございます。お二人の永年のご功績

に敬意を表しますとともに、今後も岬町の地方自治並びに町議会の振興と発展に引き続きご尽力

いただきますようお願いいたします。 

  さて、先月26日に厚生労働省が発表しました人口動態統計の速報値では、令和７年の出生数は

統計を取り始めて以来、過去最少となり、１０年連続で最少の出生数を更新しました。少子化は

全国的に待ったなしの課題であり、政府においても、若い世代の所得を向上させ、子育て支援策

を強化し、社会保障も充実させることなどの方針が示されている一方、当面、人口減少が続くこ

とが予想されることから、人口減少に対応した社会経済の再構築も必要との議論が行われており

ます。全国の自治体におきましても自治体間の競争が激化しており、本町としましても競争に取

り残されることがないよう、これまで実施してきた町独自の子育て支援策、移住・定住施策など、

様々な施策を積極的に推進するとともに、それらの広報についても引き続き注力してまいります。 

  加えて、少子化対策につきましては、町単独の努力だけでは、難しい課題がたくさんあるとい

うことも認識しておりますので、大阪府町村長会や全国町村会などの機会を活用し、他の自治体

の皆様と共にしっかりと連携し、質の高い住民サービスが持続的に提供できるよう取り組んでま

いります。議員の皆様におかれましても、引き続きのご理解とご協力を賜りますよう改めてお願

い申し上げます。 

  さて、本定例会にご提案申し上げております議案につきましては、令和７年度岬町一般会計補

正予算（第１１次）についてなど、補正予算については２件、令和８年度岬町一般会計予算につ

いてなど、当初予算については８件、岬町過疎地域持続的発展計画の策定に係る事件・案件につ

いてが１件、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてなど、条例の一

部改正についてが４件、以上、議案１５件でございます。何とぞよろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○坂原正勝議長 以上で町長の挨拶が終わりました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○坂原正勝議長 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る３月３日、大阪府町村議長会定期総会におきまして、奥野 学君、出口 実君の２名が大阪

府町村議長会会長から第７４回永年在職議会議員表彰を受けましたので、伝達式を行います。 

  奥野 学君、出口 実君の２名は演台前にお越しください。 
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（表彰状伝達式） 

○坂原正勝議長 

  表彰状 

  岬町議会  奥野 学 殿 

  あなたは議員２２年以上にわたり、町村議会議員として地方自治の振興発展に寄与、貢献され

たその功績は誠に顕著であります。よって、ここに表彰します。 

  令和８年３月３日 

  大阪府町村議長会会長  坂原正勝 

  おめでとうございます。 

（拍  手） 

○坂原正勝議長 

  表彰状 

  岬町議会  出口 実 殿 

  あなたは議員２２年以上にわたり、町村議会議員として地方自治の振興発展に寄与、貢献され

たその貢献は誠に顕著であります。よって、ここに表彰します。 

  令和８年３月３日 

  大阪府町村議長会会長  坂原正勝 

  おめでとうございます。 

（拍  手） 

○坂原正勝議長 続きまして、町長から感謝状の贈呈でございます。田代町長は演台前にお越しく

ださい。 

（感謝状贈呈） 

○田代町長 

  感謝状 

  岬町議会議員  奥野 学 様 

  あなたは多年にわたり、岬町議会議員として地方自治の振興発展に寄与されました。その功績

は誠に顕著で、ここに感謝の意を表します。 

  令和８年３月４日 

  大阪府泉南郡岬町町長  田代 堯 

  おめでとうございます。 
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（拍  手） 

  感謝状 

  岬町議会議員  出口 実 様 

  あなたは多年にわたり、岬町議会議員として地方自治の振興発展に寄与されました。その功績

は誠に顕著で、ここに感謝の意を表します。 

  令和８年３月４日 

  大阪府泉南郡岬町町長  田代 堯 

  おめでとうございます。 

（拍  手） 

○坂原正勝議長 感謝状の贈呈が終わりました。表彰状並びに感謝状を受けられました奥野 学君

と出口 実君より謝辞を述べたいことですので、これを許可します。 

  初めに、奥野議員どうぞ。 

○奥野 学議員 先ほど坂原議長から、大阪府町村議長会からの永年表彰並びに田代町長から感謝

状を頂戴しまして、大変光栄に思います。これもひとえに先輩議員並びに同僚議員の皆様方のご

指導、そして、田代町長並びに理事者の皆様方のご指導のおかげであると感謝いたしております。 

  今日ここにつけております議員バッジ、私が４６歳のときに初めて当選させていただいたとき

につけさせていただいており、６期２３年目でございます。よく見るとですね、大変くすんでき

たなというバッジだと思います。今日帰ってしっかりそれをもう一度磨き直して、新たな光が輝

くようにこれからも頑張ってまいりたいと思います。 

  本日は誠にありがとうございました。 

（拍  手） 

○坂原正勝議長 続きまして、出口議員どうぞ。 

○出口 実議員 皆様、改めましておはようございます。 

  本日は私たち両名のために貴重な時間を頂戴し、このような表彰式を催していただき誠にあり

がとうございます。 

  今回表彰をいただきましたことをとても栄誉のあることと感動しております。私がこのような

喜びを得ることができましたのは、よき支援者、有権者、関係者、行政の方々のご指導、ご鞭撻

をいただいたことでございます。恵まれた環境のおかげでございます。心から感謝を申し上げま

す。 

  本年４月で２３年の議員生活となります。石の上にも３年ということわざがございますが、石
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の上に２３年座り続けております。議会では最も古く、化石に近い存在になってきたように思い

ます。残された議員生活を精いっぱい努力し、有権者、住民の方々の声を行政に届けてまいる所

存でございます。皆様方のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いを申し上げます。 

  少し長くなりますが、私の初代後援会会長は、行政一のすばらしい尊敬できる大先輩であり、

私の言動に対しては非常に厳しい方でございました。後援会会長から議会に上がる心得として、

４点の事柄を必ず守って日々行動してくださいとの約束事がございました。 

  １点目は、毎朝鏡の前に立ち、自分の足元を見詰め、おごることなく基本に戻って日々行動す

ること、２点目は、住民様から陳情があればどんな陳情でも断らず、すぐに行動に移すこと、３

点目は、先ほど奥野議員が言いましたけども、議員バッジでございます。議員のバッジは私が獲

得したものではございません。有権者、支持者、関係者から４年間、合計２３年間お預かりした

バッジであることを日々頭に置いて行動をすること、４点目は、いろいろな方面からのいろいろ

な誘惑が出てまいります。口は災いの基と名言がありますが、言葉は事前によくかみ砕き発言す

ること、自分の口に入れるものは、たとえコーヒー１杯でも必ず自分のお金を出すこと。お金を

出してもらうと相手に借りができ、自分の考え、言動に支障が出、相手の思うつぼになりますよ

ということを教えていただきました。 

  初代後援会会長は、議会議員、行政職員の失職する現状を何度となく目の当たりにしておりま

す。だから、そういうふうな約束事を必ず守っていただきたいというのが教えでございます。 

  長くなりましたが、今回の表彰状は私が表彰されたのではなく、２３年間、陰ひなたなく支え

ていただいた、支援していただいた有権者、支援者、関係者の方々が表彰された表彰状であり、

私が代表として事をさせていただきました。 

  皆様、本当にありがとうございました。 

（拍  手） 

○坂原正勝議長 表彰されました奥野議員、出口議員におかれましては、多年にわたる議員活動、

本当にお疲れさまでございました。今後もよりよい岬町のために尽力くださいますようお願いい

たします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○坂原正勝議長 日程第４、令和８年度町政運営方針について、町長から説明を求めます。 
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  田代町長。 

○田代町長 ただいま議長のお許しを得ましたので、令和８年第１回岬町議会定例会に当たり、令

和８年度の町政運営方針を述べさせていただきます。少し時間が長くなりますけれども、ご容赦

願いたいと思います。 

  なお、この説明については時間短縮のため、新規拡充事業を中心として簡略化した説明とさせ

ていただきますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

  さて、我が国の経済はデフレ・コストカット型経済から成長型経済に移行できるかの分岐点に

あると言われております。また、足元の景気においては緩やかな回復局面にあるものの、物価高

の中で個人消費等の力強さは不十分であり、地方の中小企業まで景気回復の実感は広がっていな

いとの見解もございます。 

  こうした中、潜在成長率を引き上げ、強い経済を実現するため、国では生活の安全保障・物価

高への対応等を柱とする一般会計の歳出規模として、約17.7兆円の強い経済を実現する総合経済

対策が昨年11月に策定されました。 

  また、先日の高市内閣総理大臣の施政方針演説においては、責任ある積極財政を本丸として掲

げ、このような方針を国の当初予算に反映させていくという説明がございました。本町において

も、こうした経済状況や国の動向を踏まえた対応が必要と考えております。 

  こうした中で編成いたしました令和８年度予算案について、一般会計の予算総額としましては

８６億５００万円を計上いたしております。対前年度比１億５，５００万円の減少、率にして１．

８％の減少となっております。 

  国民健康保険などの特別会計につきましては、総額といたしまして約４８億５，２００万円、

対前年度比約３，９００万円の増加、率にして０．８％の増加となっております。 

  また、下水道事業会計につきましては、約８億２，１００万円を計上いたしております。対前

年度比約１００万円の増加、率にして０．１％の増加となっております。 

  私自身、皆様の温かいご支援のおかげで町長就任１７年目を迎えております。令和８年度にお

いては、物価高騰から町民の暮らしを守り、子どもたちの未来を育み、多様な住民の皆様の豊か

な暮らしを支える、これらの施策に重点的に取り組んでまいります。そして、このような住民の

皆さんの生活の質を高めるためのまちづくりを将来にわたって持続的に行うための基盤づくりに

も全力を傾注してまいります。 

  これまで住民の皆様のご協力を賜り、行財政改革を行い、新たな歳入の確保に努めるなど、財

政の健全化に取り組んでまいりました。本町の財政状況は好転の兆しが見られるものの、依然と
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して人口減少等の影響を受け、厳しい状況にある中で、第４次集中改革プランに基づき、持続可

能で安定した財政基盤の構築を目指して、引き続き、行財政改革に努めてまいります。 

  一方、そのような中におきましても、物価高に苦しむ住民の皆さんを少しでも支援するための

物価高騰対策につきましては、できる限り住民の皆様の生活に寄り添った手厚い支援ができるよ

う取り組んでまいります。 

  令和７年度一般会計（第１０次）補正として、２月の臨時会にてご承認いただいた物価高騰対

策では、エネルギー・食料品価格等の高騰の影響を受けた生活者を引き続き支援するため、全町

民を対象に、１人当たり５,０００円の給付を行うことが決定いたしました。 

  さらに、１９歳から６４歳の現役世代並びに６５歳以上の高齢者には、それぞれ５,０００円

の加算給付を行います。 

  また、長期化する物価高の影響を特に強く受けている子育て世帯に対しましては、高校生年代

までの子ども１人当たり２万円を給付いたします。 

  これらに加え、令和８年度におきましては、水道料金助成事業として物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金を活用し、水道料金のうち基本料金を６か月間全額免除を行います。 

  このように本町では、令和７年度一般会計（第１０次）補正予算と令和８年度当初予算を一体

的に編成することで、他の市町村と比べても手厚い支援策の実現に努めてまいります。また、こ

のような現下の課題への対応に加え、令和８年度は、町の将来を担う子どもたちの子育て環境、

教育環境のさらなる充実に向け、特に重点的に取り組んでまいります。 

  主な内容としましては、妊産婦、子育て世帯、子どもに対して一体的に相談・支援を行う機能

を有するこども家庭センターを令和８年度中に設置することで、切れ目のない包括的で継続的な

支援を実施いたします。 

  産後ケア事業としまして、医療機関で提供しているサービスに加え医療機関に出向けない方へ

の支援を充実するため、自宅において、助産師などの専門職がサービスを提供するアウトリーチ

型の産後ケア事業を開始いたします。 

  乳幼児健康診査の充実としましては、令和８年度より新たに５歳児健康診査を開始することで

就学前の子どもたちの成長と発展を見守り、明るく、楽しく、元気よく学校に通えるよう支援を

行ってまいります。 

  さらに、令和８年４月からは、保育所等に通っていない生後６か月から満３歳未満の乳幼児を

対象に、月１０時間までの範囲内で、就労要件などを問わず利用できる「こども誰でも通園制度」

を実施いたします。 
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  旧緑ケ丘保育所に所在する現在の子育て支援センターにつきましては老朽化が著しく、修繕費

用などの維持コストが高いことが課題となっておりました。そのため、令和８年３月をもって閉

園する教円幼稚園の施設を町が譲り受け、子育て支援センターを移転することで、子育て支援環

境のさらなる充実に取り組んでまいります。 

  また保育所、学童保育施設、保健センターの老朽化した照明設備をＬＥＤ化し更新することで、

環境負荷の低減に取り組んでまいります。 

  医療体制の充実につきましては、小児科医の減少により泉州地域の小児救急医療体制が危機的

な状況にあることから、令和８年度より大阪府小児初期救急医療支援事業補助金により、小児救

急への支援を強化いたします。 

  感染症対策につきましては、乳幼児、高齢者への予防接種に加えて妊婦への予防接種を開始す

るとともに、予防接種の安全性や有効性に関する情報発信に引き続き努めてまいります。 

  教育環境としましては、これまで実施してきたＧＩＧＡスクール構想の推進により、児童１人

１人の学習用端末を活用した授業が定着する中、子どもたちからの意見を反映し、教科書やノー

トと学習用端末を同時に使用できるように、天板のサイズが大きい学習机へ更新をすることで学

習環境の向上を図ってまいります。 

  また、小中学校に通うことが困難な不登校児童生徒に対しましては、令和８年度より町立教育

支援センターを設置することで、学校外における多様な学びの場を提供してまいります。 

  あわせて、フリースクール等の利用についても引き続き支援を行うことで、保護者の負担軽減

を図ってまいります。これらの取組を通じて、不登校児童生徒の１人１人に寄り添った支援を行

い、教育を受ける機会の確保と学力を保障することで、将来の社会的自立につなげてまいります。 

  次に、このような子どもたちの未来を育むための施策に加えて、年齢や障害の有無にかかわら

ず、多様な住民の皆様の豊かな暮らしを支えるためのまちづくり施策にも取り組んでまいります。 

  これまで実施してまいりました高齢者補聴器購入費助成につきましては、令和８年度は、所得

要件を緩和することで難聴による閉じ籠もり予防などの高齢者への自立支援や重度化防止を目的

とした聞こえのサポート事業を拡充いたします。障害のある方の相談体制としましては、令和８

年度から（仮称）基幹相談支援センターを設置し、多種多様な障がい特性や生活ニーズに対応し

た相談体制の充実に努めてまいります。 

  健康増進に関する取組では、一部自己負担をいただいておりました各種がん検診において、令

和８年度からは各種がん検診の完全無料化を実施し、町民が経済的な負担を気にせず受診できる

環境づくりを通じて、がんの早期発見と予防を促進いたします。あわせて、日曜日の検診や個別
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肺がん検診も実施することで、町民にとって受けやすい検診体制づくりを進めるとともに、医療

用ウイッグ等の費用助成など、がん患者への支援も引き続き行ってまいります。 

  次に、このような住民の皆様に寄り添ったまちづくりを未来へ向かって持続的に行うためには、

安定的な町政運営が必要でございます。そのためには企業活動や人の流れを呼び込み、地域経済

をさらに活発化させることが重要であると考えております。企業誘致につきましては、令和８年

度においても引き続き関西電力、大阪府と連携し、多奈川第二発電所跡地への企業誘致の取組を

進めることで、企業活動と雇用の促進による地域の活性化に取り組んでまいります。 

  また、地域活性化の拠点として全国的にも高い評価をいただいております道の駅みさき夢灯台

につきましては、多くの来場者で混雑している売場の増築に向け整備を進めることで観光消費の

増大による生産者、地域事業者の所得向上に努めるとともに、観光情報の発信や貴重な歴史文化

資源を生かしたにぎわいの創出につながるよう努めてまいります。 

  町の最重要課題の一つであるみさき公園につきましては、令和２年３月末、南海電鉄によるみ

さき公園運営事業撤退以降、本町はみさき公園を都市公園として存続させる方針の下、事業者の

選定を行い、令和４年９月に事業契約を締結し、住民の皆様には大きな期待を寄せていただいて

おりました。しかしながら、事業契約の締結以降、事業者が示した公園計画に基づく事業の具体

的な進捗が３年以上にわたり見られないことなどから、本年２月１日をもって事業契約を解除す

ることといたしました。住民の皆様並びに関係者の皆様のご期待に沿わない状況となり、このよ

うな結果を招いたことに対し、誠に申し訳なく思っております。 

  今後につきましては、事業契約の解除に伴う必要な手続等を速やかに行い、引き続き、みさき

公園を本町のにぎわいの中核拠点として、住民の皆様をはじめ全ての利用者の皆様に親しまれる

公園として再生できるよう取組を進めてまいります。 

  このような企業活動や人の流れを呼び込むまちづくり施策に合わせて、いつ起こるか予測でき

ない災害に対し、できる限りの準備を行う必要がございます。 

  令和８年度においては、住民の皆様に、自分の命は自分で守るという基本的な防災の考えが定

着するきっかけとなるよう、非常持ち出し袋を全戸配付いたします。 

  防災体制の強化としましては、災害が発生した際に、迅速かつ効果的な災害対応が行えるよう

防災行政無線設備の更新を行うとともに、他の自治体や民間事業者との協力体制の構築に努めて

まいります。 

  また、地震発生時における住民の皆様の安全を確保するため、本町における住宅や建築物の耐

震化を計画的に進める必要があることから、岬町耐震改修促進計画を改訂いたします。 



 

12 

  さらに、大規模災害発生時はライフラインが停止するなど、普段どおりの生活ができなくなる

場合が想定されることから、岬町備蓄計画を改訂するとともに、この計画に基づき備蓄品の拡充

を図ってまいります。 

  このように、令和８年度では物価高騰から町民の暮らしを守り、子どもたちの未来を育み、そ

して多様な住民の皆様の豊かな暮らしを支え、将来にわたって持続可能なまちづくりを行うため

の基盤づくりに重点的に取り組むとともに、第５次総合計画に掲げる各施策の推進にも努めてま

いります。 

  それでは、これまでご説明したこと以外の令和８年度当初予算案における主な施策の概要につ

いては、第５次総合計画のまちづくりの目標に沿ってご説明いたします。 

  なお、会計別詳細な増減額及び増減理由などについては、後日、本会議において副町長の中口

から説明させていただきますので、ご了承ください。 

  まず、誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちでございます。 

  妊婦のための支援給付事業としまして、支援給付金の支給及び妊婦等包括相談支援事業を継続

し、全ての妊産婦の安心安全で健やかな妊娠・出産・産後を支援いたします。 

  保育料につきましては、令和８年度につきましても、０歳から２歳児の第１子課税世帯の保育

料について利用者負担額を半額とし、平成３０年度より実施している第２子無償化と併せて、引

き続き、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

  また、町立保育施設及び簡易心身障害児通所施設「こぐま園」の給食費の無償化や町住民の子

どもが通う町内外の私立幼稚園等の給食費の負担軽減を目的とした助成を継続してまいります。 

  認知症施策としましては、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の考え方に基づき、

認知症の人や家族の視点を重視しながら、支援体制や地域づくりを推進いたします。また、認知

症の方の徘徊時の早期発見や保護時における対応を地域で経験する機会として、岬町まち歩き見

守り声かけ訓練を継続してまいります。 

  介護予防事業、生きがいづくりとしましては、町全体で健康づくり、介護予防についての意識

向上ができるよう、地域での自主活動の側面支援を推進いたします。 

  さらに、生活支援コーディネーター事業を継続するとともに、住民主体の有償ボランティアに

よる外出サポートなどの介護予防日常生活支援総合事業の担い手の養成や必要な支援、サービス

の開発や関係者のネットワークづくりを推進してまいります。 

  障がい者施策としましては、令和８年度は第５次障害者基本計画、第８期障害福祉計画、第４

期障害児福祉計画の作成年度であり、令和７年度までの各計画の進捗状況などを基に策定を進め
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てまいります。 

  次に、あらゆる世代の人が豊かな心を育むまちでございます。 

  小中学校給食費の無償化につきましては、令和８年度についても、町立小中学校の給食費の無

償化並びに町外の小中学校等に在籍する児童生徒に対する給食費相当額の補助金の交付を引き続

き実施することで、子育て世帯への経済的負担の軽減を図ってまいります。 

  通学支援事業につきましては、遠距離通学の児童生徒の保護者に対し、引き続き通学費の支援

を行ってまいります。 

  学力向上事業としましては、思考力、判断力、表現力の向上を図るため、町独自で小学校学力

診断テストを行い、学力の把握・分析・検証と改善を継続して実施いたします。 

  体力向上推進事業につきましては、運動習慣の確立及び体力の向上を図るため、大阪体育大学

と連携し、子どもの体力サポートを引き続き実施いたします。 

  教育相談事業としましては、小中学校及び幼稚園に引き続き、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカー、スクールドクターを配置いたします。 

  さらに、いじめ、不登校など学校現場で生じる問題に対応するため、教育の専門知識を持った

弁護士との相談体制を継続し、法的な側面から事案への的確な対応や未然防止に引き続き努めて

まいります。 

  文化・芸術育成事業につきましては、障がい者理解教育の推進と多様性を尊重する心の育成を

図るために取り組んでいる車椅子ダンスについて、令和８年度は学校における文化芸術鑑賞、体

験推進事業を学校・地域社会連携型公演として実施することで、学校間や地域と連携し、子ども

たちが本格的な文化・芸術を鑑賞、体験する機会を提供してまいります。 

  あわせて、小学校にアーティストを派遣して、子どもたちと直接触れ合う学校アートプログラ

ムを引き続き実施し、創造性を育み、心豊かに成長できる教育環境の充実を図ってまいります。 

  次に、新たな活力と魅力があふれるまちでございます。 

  観光振興としましては、岬町観光協会をはじめ産学官の関係機関と連携し、新たな観光資源の

発掘、既存の観光資源の磨き上げを推進するとともに、大阪関西万博後のインバウンドの誘致の

機運を踏まえ、本町の魅力を広く発信してまいります。 

岬町海釣り公園とっとパーク小島につきましては、道の駅施設の照明のＬＥＤ化に取り組み、

環境負荷の低減に努めてまいります。 

農林業施策につきましては、就農希望者や新規就農者を支援し、人材の定着を促進するとと

もに、「みさき農とみどりの活性化構想」及び「みさき農業公園基本計画」に基づき、（仮称）
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みさき農業公園の整備に向けて取組を大阪府と連携して進めてまいります。 

また、岬町林業活性化地区推進協議会などの関係機関との連携を図り、森林環境譲与税を活

用し、木材利用の促進や人工林の間伐、危険木の伐採などの取組を進めてまいります。 

さらに、イノシシ等の有害鳥獣から農作物の被害防止対策をより充実させるため、令和８年

度は国からの重点支援地方交付金を活用し、従来からの補助に上乗せして交付することで、被害

防止対策の実施主体である有害鳥獣対策協議会への支援を強化いたします。 

漁業振興につきましては、大阪府をはじめとする関係機関と連携し、浜の活力再生プランな

どを活用した漁場の活性化について、引き続き支援いたします。 

また、大阪では初めての開催となる「第４５回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の

海おおさか大会～」に向け、大阪の海や河川等がもたらす豊かな水産資源の保護や環境の保全等

の取組を進め、水産業の振興と発展を図ってまいります。 

次に、豊かな自然の中で安心して暮らせるまちでございます。 

  地域防災の推進につきましては、岬町地域防災計画に基づき、住民の皆様の生命、身体及び財

産を災害から保護するため、防災関係機関に加え、地域住民が自ら行う自治区・自主防災組織な

どによる防災活動の総合的かつ計画的な推進を図ってまいります。 

  グリーントランスフォーメーションの推進につきましては、引き続き、環境性能に特に優れた

電気自動車、燃料電池自動車を導入した方に対し、費用の一部を補助することで脱炭素化を推進

し、安全安心で持続可能なまちづくりに努めてまいります。 

  交通安全の推進としましては、自転車用ヘルメットを購入する方に対し、購入費用の一部を引

き続き補助することでヘルメットの着用を促進し、交通安全の推進に努めてまいります。 

  また、運転免許証を自主返納した高齢者に対しては、町内を運行するコミュニティバス乗車回

数券を引き続き配布することで、安全安心なまちづくりに努めてまいります。 

  飼い主のいない猫不妊・去勢手術費用補助制度につきましては、補助要件を緩和するとともに、

補助上限額を増額することで、引き続き動物福祉と公衆衛生の向上に努めてまいります。 

  野生獣被害の抑止としましては、良好な生活環境を維持するため、野生獣の侵入を抑制するた

めの飼料の購入費に対し補助を行い、住民への被害防止に努めてまいります。 

  有価物集団回収促進につきましては、ごみの減量化・再資源化及び資源の有効利用を促進し、

自主的に有価物の集団回収を行う地域の住民団体に対し、報奨金を引き続き交付することで、ご

みの減量化に努めてまいります。 

  次に、安全で快適な住み心地のいいまちでございます。 
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第二阪和国道の整備につきましては、平常時、災害時を問わず、地域の安全安心を確保するた

め、早期の複線化を継続して要望してまいります。 

  道路施策としましては、町道西畑線の狭隘箇所である池谷から佐瀬川の集落空間について、道

路拡幅整備を進めてまいります。 

  また、町道宮下連絡線について、狭隘箇所の通行支障の解消と津波発生時の高台への避難路と

して道路拡幅整備を進めてまいります。 

  下水道事業につきましては、深日地区において、公共下水道事業を引き続き推進いたします。 

  町営住宅につきましては、居住性・安全性などを長期間にわたって維持するため、岬町営住宅

長寿命化計画に基づき改修工事を引き続き実施いたします。 

  ひとり親世帯家賃低廉化補助事業につきましては、岬町住宅マスタープランに基づき、ひとり

親世帯の低所得者世帯に対する家賃の補助事業を引き続き実施いたします。 

  土砂災害防止施策につきましては、人命を守るべく、大阪府による土砂災害防止工事と併せて、

崖地の崩壊等による自然災害の恐れの高い土地にある住宅の移転・除去を促進するため、移転・

除去補助事業を引き続き実施してまいります。 

  管理不十分な空き家等の解消につきましては、岬町空家等対策計画の基本方針に基づき、適正

な管理が行われていない空き家等の改善指導を行うとともに、引き続き空き家等の除却補助事業

を実施し、利活用についても検討してまいります。 

  最後に、全ての人が輝くまちづくりを進めるまちでございます。 

  地方創生の取組につきましては、まちのＰＲ番組の制作を継続することで、より多くの方に岬

町を認知いただけるよう努めてまいります。 

  そして、岬町に関心がある方に対する定住促進施策としましては、住宅取得に対する支援措置

を引き続き実施するとともに、町内の空き家を活用したお試し居住を継続することで、実際にま

ちの様子を知り、暮らしを体験してもらう機会の提供に努めてまいります。 

  また、結婚祝い金支給事業、出産祝い金事業、奨学金返還支援事業などの町単独事業について

も引き続き実施し、既にご説明させていただいた子育て教育環境のさらなる充実に向けた取組を

併せまして、ライフサイクルに応じた必要な支援を引き続き実施してまいります。 

  また、創業者や農業・漁業に新規就労される方、地域資源を活かした特産品開発に取り組む事

業者等については、商工会、地域金融機関ととも連携し、引き続き支援してまいります。 

  そして、このような地方創生の取組をさらに加速させるため、国の特別交付税を活用した地域

おこし協力隊事業をさらに強化し、空き家の利活用、移住・定住支援、関係人口の創出に取り組
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むとともに、地域活性化起業人制度も引き続き活用し、専門知識を活かしたふるさと納税の給付

額増加に向けた取組を継続してまいります。 

  広報につきましては、広報誌やホームページ、ＳＮＳなどを活用し、広報活動の充実強化を図

ってまいります。 

  デジタル化の推進といたしましては、岬町ＤＸ基本計画の基本理念である「みんなでつくる恵

み豊かな温もりのデジタル社会」の実現を図るため、令和８年度では、地方税統一ＱＲコードで

あるｅＬ－ＱＲを活用して、いつでもどこでも納付いただけるよう利便性を高めるとともに、収

納事業の効率化を図ってまいります。 

  また、窓口電話対応等の品質向上及び業務の効率化を図るため、役場本庁舎に電話自動録音シ

ステムを導入いたします。 

  人権施策につきましては、全ての人の人権が尊重される社会と差別のない明るく住みよいまち

の実現に向けた人権啓発や人権教育、人権相談事業、男女共同参画事業の積極的な推進を行って

まいります。 

  以上が、令和８年度の町政運営方針の基本施策の概要でございます。これらの事業の推進に当

たっては、住民の皆様や産学官の様々な関係者の皆様との協働のまちづくりを進めることで、岬

町に生まれてよかった、岬町に住んでよかった、これからも住み続けたいと、まちへの誇りと愛

着を感じていただけるよう、温かみのある町政に努めてまいりますので、議会並びに住民の皆様

の引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げまして、令和８年度の町政運営方針とさせていた

だきます。 

  長時間ご静聴賜りましたことを誠にありがとうございました。 

○坂原正勝議長 町長の説明が終わりました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○坂原正勝議長 これより、大綱的質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○坂原正勝議長 質疑なしと認めます。 

  質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○坂原正勝議長 日程第５、会派代表質問を行います。 

  なお、登壇者については、発言が聞き取りにくいとの意見があるため、マスクを外した上で、

発言することといたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、質問を許可します。 

  初めに、自民岬、道工晴久君。 

○道工晴久議員 令和８年岬町議会第１回定例会におきまして、会派を代表させていただきます。

自民岬の道工晴久でございます。よろしくお願いをいたします。 

  その前に、まず、先ほど奥野議員、出口議員には永年表彰おめでとうございました。頑張って

よろしくお願い申し上げます。 

  田代町長は４期１６年の岬町の振興のために努力され、昨年５期目がスタートいたしました。

私の愛する岬町も７０周年という歴史の深い中でこれからますます発展させていくために、田代

町長が先頭に立って頑張っていただいていることにまず感謝を申し上げたいと思います。 

  しかし、まだまだ住民の思いを満足するにはできていないと感じております。そこで、先ほど

町長が皆さん方に伝えていただきました令和８年度の町政運営方針をお聞きいたしまして、住民

の思いを形に変えていくためにこれから質問をさせていただきます。 

  その中で、まちづくりの目標を６つ挙げておられます。 

  一つ目の１番目に、誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちでこども家庭センターの設置を挙

げていただいておりますが、全ての妊産婦、子ども世帯ですね、また、子どもへの一体的に相

談・支援を行う機能となっておられますが、中身についてもう少し具体的に説明をお願いいたし

たいと思います。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 道工議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  令和６年４月１日施行の改正児童福祉法により、市町村は、全ての妊産婦、子育て世帯、子ど

もへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関こども家庭センターの設置に努めることとされた

ところでございます。 

  岬町は、これまでも妊娠屆出、妊産婦健診、新生児訪問、乳幼児家庭全戸訪問、乳幼児健診な

どの業務を行い、母子の健康増進を図るといった母子保健機能を担う保健センターと子ども及び

妊産婦の福祉に関する必要な実情把握、情報提供、相談など、子ども家庭支援に係る業務などと

いった児童福祉機能を担う子育て支援センターが連携を図りながら個別に支援を行ってきました



 

18 

が、母子保健機能と児童福祉機能を組織として一体的に運営することで連携・協働を深め、児童

虐待への予防的な対応から、個々の家庭に応じた切れ目のない包括的で継続的な支援など相談支

援体制の強化が図られることから、こども家庭センターの設置に向けて取り組んでまいります。 

  なお、組織改編及び体制整備につきましては、令和９年１月の開設に向けて今後検討していく

予定としております。こども家庭センターを設置しますと、例えば、相談窓口が一つになること

で、住民の方がどこに相談すればよいかと迷うことなく、速やかに支援につながるものと思って

おります。 

 ○坂原正勝議長 道工議員。 

○道工晴久議員 相談支援の体制の強化が図られるということで、本当に喜ばしいことだと思いま

す。これからいろいろな面で窓口も広くなります。組織の充実も人的なことも当然考えていかな

ければいけないと思いますし、いろんなことを強化していくということは、組織改編とか体制整

備を進める上で一番大事なことでございますので、いろいろ今聞かせていただきましたが、連

携・協働を深めて児童虐待への予防的な対応、そういうことも含めてですね、本当に大変な仕事

だと思います。ぜひともこの辺をしっかりと捉えていただきまして進めていただきますようにお

願いをしておきたいと思います。また、動き出しましたらいろいろとご質問もさせていただきた

いと思います。 

  次に、こども誰でも通園制度の実施とありますけれども、本年４月から保育所等に通っていな

い０歳６か月から満３歳未満の乳幼児を対象に、月１０時間までの範囲内で、就労の要件等を問

わないで保育所が利用できるというこども誰でも通園制度を実施するとありますけれども、これ

につきましてももう少し中身を詳しく教えていただきたいと思います。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 ご質問にお答えします。 

  こども誰でも通園制度は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備する

とともに、全ての子育て世帯に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援

を強化するため、現行の幼児教育保育制度に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要

件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度でございます。 

  令和７年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化され、

令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな制度として全国の自治体において実施され

ます。 

  全国的には保育所等の就学前施設の空き教室や、定員に対し余裕のあるクラスにおいて保育所
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等を利用している他の児童と一緒に保育を行う施設もありますが、本町におきましては、保育士

の確保、待機児童等を鑑み、子育て支援センターにおいてこども誰でも通園制度を実施いたしま

す。 

  現状、保育を利用しようとされる子どもについては、保護者の就労など保育を必要とする要件

がありますが、こども誰でも通園制度については、保護者の就労要件や保護者の都合にかかわら

ず、月一定時間までを通園できる制度となっており、その月一定の時間を１０時間までとし、１

時間からサービスを利用できることとしております。 

  また、国においては、そのサービスの利用に係る利用料としまして、１時間当たり３００円を

標準と定められておりますが、本町におきましては、既に子育て支援センターで実施しています

一時預かり事業との整合性を図る観点から、１時間当たり２５０円とさせていただく予定です。 

  利用に当たっては、国のこども誰でも通園制度総合支援システムから申請をスマートフォンな

どを用いてインターネット環境で申請を行い、乳児等支援支給認定を行った後、受入施設である

子育て支援センターにおいて事前面談を行い、希望する日時の予約を経てご利用いただく予定と

しております。 

  ○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 ありがとうございます。 

 本当に子どもを持っておられる保護者の方々は喜ぶ制度だと思います。以前からも、子どもの問

題については一般質問をさせていただいておりましたけれども、子育て支援というのはですね、

やっぱり一番保護者の方々も望んでおられる。結婚して間なしに子どもができ、そうして子育て

をどんどんやっていかなきゃいけない、そういったことをもっともっと岬町としてもしっかりと

した制度をつくって支援する。 

  私は以前にも一般質問で申し上げましたが、ちょくちょくお母さん方と話合いをする機会もご

ざいます。そんなときにいつも言われるのは、やっぱり子どもを育てるのに費用がかかる。まし

て２人目、３人目となると本当に大変です。こういう話がよく出てまいります。私は以前に、子

どもが生まれたら、せめて１０歳になるぐらいまで１０年間、年に１０万円ぐらいの子育て支援

を考えてほしいということも申入れをさせていただきましたが、こういったこともこの制度の中

でお考えいただけるのかどうか、子どもを預かるだけの話なのか、その辺につきましてもお聞か

せいただきたいと思います。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 ご質問にお答えいたします。 
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  子育て世帯の経済的負担の軽減につきましては、国の制度では、妊婦のための支援給付金とい

たしまして、妊娠届け時に５万円、出産されたお子様などお一人につき５万円の給付があり、３

歳から５歳児までの幼児教育保育の無償化、また児童手当の拡充がされております。 

  また、町独自による経済的負担の軽減につきましては、子ども医療費助成の対象年齢引上げに

よる拡充、０歳から２歳児の保育料の第２子全額免除に加え、課税世帯第１子の半額軽減、保育

所・私立幼稚園・小中学校の給食費無償化及び出産祝い金としまして、第１子、第２子は１０万

円、第３子以降は２０万円を支給してきました。 

  この出産祝い金などに加え、議員ご提案の１０年間毎年１０万円の子育て支援につきましては、

本町の厳しい財政状況では難しいと考えますが、これまで実施してきました子育て世帯への経済

的支援については、令和８度以降においても継続して実施していきたいと考えております。 

○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 費用がかかるということは十分認識しています。しかし、今まで岬町は年間何人

子どもが生まれるのかなと聞いたときには約６０人、最近では４０人ぐらいしか子どもが生まれ

てない。費用的にもそんなにかからないと思いますので、ぜひともこういうことについてもやっ

てほしい。 

  過日の新聞を見ていますと、出生率で伸びているのは東京都と石川県、若い世代の方々が岬町

で手厚い支援を受けて、子どもを産み、育てることができる施策を早急にもっと中身を検討して

いただいて、ぜひお考えになってほしいと思いますが、この件につきまして、町長のお考えはい

かがでございましょうか。 

○坂原正勝議長 田代町長。 

○田代町長 道工議員の質問にお答えさせていただきます。 

  子どもを産み育てるということは大変重要な問題かな、そのように思っております。先ほど担

当部長の方から説明させていただきました現在までの子育て支援事業としては、岬町としてはか

なり財政の厳しい中でも、できるだけ子育てを中心に、また高齢者対策も含めて頑張っておるよ

うに私は感じておるわけですけども、今おっしゃっている、せめて１０年間１０万円の子育て支

援をしたらどうかということなんですが、これだけであれば今の財政状況でいくとやれないこと

はないんですけども、多岐にわたった事業がありますので、その辺の整合性も取っていきながら

ですね、今後、議員がおっしゃるように、何らかの形で子育てに対する支援措置を検討するべき

ときが来ているのかなと、このように思っておりますので、今後、関係者も含めて十分検討して

まいりますけども、１０年間という一つのそういった制度を設けるのは、今まだこの場で即答は
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しかねるのかなと思っていますので、将来にわたって、今、議員がおっしゃるような最重要課題

として今後検討してまいりたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 町長のほうから少し前向きなご意見を聞かせていただきました。本当にね、若い

世代のお母さん方の声ももっと私は聞いてほしいなと思います。本当に岬町は評価が高いんです。

移住されている方とちょくちょくお会いしますけれど、本当に岬町は良いまちだと。これからも

う岬町で住み続けたい、こういう声をよく聞きます。その中で若い世代の方が岬町に来ていただ

ける、そういう環境整備をしっかりとやっぱりお考えいただいて、町長を先頭に、ひとつ担当課

も頑張っていただきますようにお願いをしておきたいと思います。 

  それでは次に、２番目に、あらゆる世代の人が豊かな心を育むまちということで、公民館・図

書館図書室等の整備事業を挙げられておりますけれども、基本計画を策定するための検討を開始

するとありますけれども、なかなか進んでおるような姿が見えません。私はここでご提案申し上

げたいのは、岬中学校のいわゆるラーニングセンターといいますか、図書室と武道室を訪ねたと

きに、我々も関わらさせていただきました。そのときは昼間でも夜でも子どもが使ってないとき

に図書室も使える、武道室で１階の部分も使えるようにやっていきたいということで、非常階段

的にはなっておりますけれども、外から入れるようにということで設計をし、この事業を進めた

という経過を私も認識しておりますけれども、なかなか図書館を建てるというのも、予算的なこ

と、場所の問題等があると思いますし、当面、住民の方々が図書に親しむ、本を手軽に見に行け

る、そういう環境づくりのためにこのラーニングセンターを日中や夜間でも使えるようにできな

いのか、まずお伺いをいたしたいと思います。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 議員のご質問にお答えします。 

  岬中学校のラーニングセンターは、学校図書館として、生徒の授業や自主学習の場として日常

的に活用しており、調べ学習や読書活動など、教育活動の充実に重要な役割を果たしております。 

  建設当時、夜間などにおける地域利用も視野に入れた活用について検討された経過があったと

聞いておりますが、その後の検討において、生徒の安全確保や図書の貸出し、管理体制、さらに

は利用時における施設管理などの課題があることから、外部から直接出入りすることを前提とし

た運用とはなっておらず、校舎内から利用する学校図書館として位置づけられております。 

  なお、非常階段を通じて外部から物理的に出入りすることは可能でありますが、トイレにつき

ましては、校舎内の設備を利用する必要があるなど、外部利用を前提とした施設構造とはなって
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いない状況でございます。しかしながら、これまでにも、民生委員、児童委員、協議会の会議の

場として提供するなど、目的や時間帯を限定した形での地域活用にも取り組んでいるところでご

ざいます。 

  一方で、学校図書館を広く地域の皆様に開放するためには、不審者対策など、生徒の安全確保

を前提とした出入り管理や図書の管理体制の整備、利用ルールの明確化など、整理すべき課題が

ございます。これらの課題を踏まえながら、地域にとっても学校にとっても負担の少ない形で段

階的に地域との連携や開放の在り方を調査研究してまいりたいと考えております。 

○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 今、教育次長がおっしゃっているように、協議上の問題、これは当然あると思い

ます。しかし、いつになったら図書館ができるんやという大きな課題を考えたときに、私は中学

校の図書室を利用するのが一番手っ取り早いんじゃないかなという思いをしています。 

  開館当時はいろんな団体から一般向けの図書の寄贈もさせていただきました。そういうことも

覚えておりますけれども、ひとつ誰でもが図書室や武道室を利用できる施設と現実になっておる

んですから、ひとつ活用できるように早急に対応をご検討いただけるように、これは強く要望し

ておきたいと思います。 

  次、３番目に新たな活力と魅力があふれるまちとありますけれども、岬町にとって観光振興は

最も力を入れていかなければならないと思いますけれども、過日、設立した南大阪創生組長会議

がありますけれども、南部２２自治体で連携して進めることは本当に大切であると思います。し

かし、各市町で独自に観光振興を図っていかなければ連携できるものではないと考えます。特に

岬町は、道の駅みさきは地域振興に大きく貢献してくれておりますが、土曜・日曜日なんか行き

ますと車が交差点まではみ出て、入れないからＵターンして帰る車が数多くあります。そして、

物品を買おうと思って中に入りましても、カート同士がすれ違うことができないほど物品の売場

も狭く、これは以前から私も国に交渉して、売場の拡幅はできないのかということもお願いをし

ておりましたが、売場の増築に向けて整備を進めるとなっておりますので、この辺、どの場所を

どういうふうにお考えになっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○坂原正勝議長 都市整備部理事、新保太基君。 

○新保都市整備部理事 道工議員のご質問にお答えします。 

  道の駅みさきには毎年１００万人を超える方々にご来場いただき、本町におけるにぎわいの拠

点としての機能を有する施設となっております。このにぎわいの結果、野菜や魚などの売場スペ

ースが手狭となっており、道の駅みさきにお越しいただいた利用者の皆様の利便性の向上にお応
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えしていく必要があると考えております。 

  増加する来場者への対応といたしまして、本町の粘り強い要望により、国においては令和４年

度に駐車場拡張工事が行われ、新たに普通車２０台、二輪車１０台分の駐車場の受入環境整備が

なされ、アクセス面での課題の解消に取り組みましたが、毎年開催するタウンミーティング等に

おいて、買物カートが行き来できるようにしてほしい等のご要望などをいただいており、こうし

た利用者のニーズにお応えする必要が高まっていると考えております。 

  こうした状況を踏まえ、令和８年度当初予算において、国の情報提供施設側の町有地のスペー

スを活用して、縦約１６．２メートル、横３．２メートル、約５０平方メートルと、限られた面

積ではありますが、増築工事の設計業務に必要な予算を計上したところでございます。今後は、

こうした増築工事により、少しでも利用者の皆様の利便性の向上を図りたいと考えております。 

  また、改善できることから取組を実施し、道の駅みさきを町のにぎわいの拠点としての価値を

向上させ、より魅力的な施設であることを目指してまいりたいと考えております。 

○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 多分、海側には出さないと思いますが、いわゆるトイレ側といいますか、情報セ

ンターの空間を利用するんであろうと思うんですけど、そこは一番適していると思います。私は

大概毎日行くんです。状況を見させていただいていますが、車のナンバーを見るといろんなとこ

から来ています。今１００万人を超えるということでおっしゃっていただいていますが、本当に

１０億円以上の売上げをする道の駅はよそにはないです。この道の駅をひとつ多くの方が買物の

しやすい施設としてしっかりと町としても守ってあげる、この気持ちを忘れることなく、営業の

しやすいようなそういう条件整備をぜひとも頑張って早急に行ってやっていただけるようにお願

いをしておきたいと思います。 

  続いて、農林業政策についてお聞きをしたいと思います。 

  私、以前よりも何回もこの件につきましては一般質問させていただいております。岬町は、林

業・農業・漁業、この１次産業本当に大事な町でありますから、その中で、森林環境譲与税を活

用して、木材利用の促進や人工林の間伐、危険木の伐採などを挙げていただいておりますけれど

も、その取組について、もう少し具体的な内容をお教えいただきたいと思います。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部総括理事 ただいまのご質問にご答弁させていただきます。 

  道工議員には以前から第１次産業の振興についてご質問を多くいただいていることは承知して

おります。今回は令和８年度の町政運営方針における農林業政策のうち、森林環境譲与税を活用
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した主な取組についてもう少し具体的な内容をというご質問いただきましたので、ご答弁させて

いただきます。 

  初めに、令和８年度の取組内容のご説明の前に、本町が昨年度までに実施いたしました事業に

ついてご説明をさせていただきます。 

  本町は、これまで令和２年度より令和７年度までに森林環境譲与税を活用して、森林整備方針

の作成、近畿自然歩道の危険木の伐採、多奈川東畑地区における植林された森林の間伐、森林区

分調査及び森林整備実施方針の作成、林道の改修工事、また長松海岸の枯れ松伐採工事や松の植

樹など、森林整備に係る事業を実施してきたところとなっております。 

  また、木材利用を促進するための視点からは、観光案内看板の整備、道の駅みさきに隣接する

稲荷池周辺の休憩設備の設置、町道岬海岸番川線車両防護柵の補修、木材コースターの作成など

も実施してきたところとなってございます。 

  それでは、ご質問いただきました令和８年度町政運営方針の農林業政策でお示しいたしており

ます森林環境譲与税を活用した木材利用の促進や人工林の間伐、危険木の伐採などの具体的な取

組の内容についてご説明をさせていただきます。 

  令和８年度の具体的な取組につきましては、まず森林整備に係る事業といたしまして、多奈川

東畑地区における森林整備調査業務及び植林された森林の間伐工事、これは昨年度に実施したも

のとは違う箇所での工事となります。 

  また、昨年に植樹した長松自然海岸の松の維持管理、これらを予定しているところでございま

す。 

  また、木材利用の促進に係る事業といたしまして、昨年に引き続き、木材を利用した町道岬海

岸番川線車両防護柵補修工事を継続して行います。 

  町の魅力をＰＲするための木材コースターの作成も継続します。 

  さらに令和８年度の新たな取組といたしまして、木材利用の促進並びに子どもたちの森林に対

する理解の醸成を図るために、小学校の児童の学習机の更新を予定しているところとなっており

ます。 

  次に、ご質問の趣旨でもあります本町の森林環境譲与税の活用の考え方についてご説明をいた

します。 

  森林環境譲与税の活用目的は、これまで十分に行われなかった山村地域の森林の整備を進展す

ることができること、都市部では山村地域で生産された木材を利用することや山村地域との交流

を通じた森林整備に取り組むこと、都市住民の森林整備に対する理解の醸成や山村の振興につな
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がることが期待されております。こうした国が示しているガイドラインに従いまして、本町の実

情に応じた目的を達成するため、人工林の間伐、危険木の伐採、木材利用の促進など、優先順位

の高いものから森林整備の促進に係る事業を実施してきたところでございまして、今後におきま

しても、同様の考え方を基に、森林環境譲与税を活用した取組を推進してまいりたいと考えてお

るところとなっております。 

○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 ひとついろいろとそういう工夫して頑張ってやっていただきたい。岬番川線も海

岸の柵も大変潰れてます。その辺の対応も早急に取っていただけるようにお願いをしておきたい

と思います。 

  次に、芸能振興についてお伺いをいたします。 

  以前にも一般質問させていただきましたが、令和８年１１月１４日、１５日の２日間、大阪で

初めて開催する第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」に向けて

とあります。豊かな水産資源の保護や環境の保全等、取組を進め、水産業の振興と発展を図ると

計画されておりますけれども、今までの他市町でやっているのを見ていると、多分、稚魚の放流

ぐらいしか考えられないのではないかなというように思います。この大会に合わせて、町独自に

何か取組をしようというお考えはないのか、お伺いをしたいと思います。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部総括理事 ただいまのご質問にご答弁させていただきます。 

  ご質問の中で紹介されました稚魚の放流は、大会の実行委員会が主催する機運醸成の取組の一

環として行われております大会記念リレー放流として行われているものでございまして、府内各

地にて、令和７年１２月までに既に７４回実施しておると聞いております。この記念放流の中で、

本町の４漁業協同組合も参加され、令和７年度はそれぞれ４月にキジハタ３，０００尾、６月に

ヒラメ１０，０００尾を放流したと聞いております。令和８年度におきましても引き続き大会開

催日まで放流が行われるということも聞いております。 

  次に、本町としての独自の取組の考えについてご答弁させていただきます。 

  第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」は、国で組織する豊か

な海づくり大会推進委員会の主導の下、大阪府知事が会長となり組織する大会実行委員会により、

大会成功に向けて計画を立て、様々な取組が推進されているものでございます。この大会実行委

員会には町長はじめ沿岸市町の首長が委員として参加しており、大阪湾沿岸沿いの各市町には、

様々な地域のイベントで大会ＰＲ活動に積極的に取り組み、本大会成功に向けた機運醸成を図る
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ことについて求められております。この大会実行委員会の趣旨を踏まえ、令和８年度の町政運営

方針にお示しし、本町として令和８年度に具体的な機運醸成の取組をすることといたしておりま

す。 

  具体的な取組内容といたしましては、多数の集客を見込むことができる。深日港フェスティバ

ルや深日漁港ふれあいフェスタなどにおいて積極的に大会のＰＲを行い、多くの住民の皆様をは

じめ、府民の皆様が１１月１４日、１５日の２日間、岸和田及び泉佐野を会場として行われる本

大会に足を運んでいただけるよう機運醸成を図る予定としているところです。 

  なお、直近の情報といたしまして、大阪府の環境農林水産部内の全国豊かな海づくり大会運営

グループより、来年度大会本番を迎えるに当たり、幹事会メンバーの沿岸市町にさらなる協力の

依頼をされるとのことで、今月３月１９日木曜日に本町に来られるとのことです。 

  沿岸市町への依頼事項といたしましては、大会記念弁当のアイデアや食材の提供、大会実施本

部への協力、作品コンクールへの協力、関連行事会場でのブース出展依頼、広報誌での大会ＰＲ

協力、主催・共催・講演イベント等での大会ＰＲの協力、町保有している施設等でののぼり・ポ

スター等の積極的な掲出等が依頼されると聞いております。その中で、３月１９日には具体的な

内容が明らかにされると思いますので、これに従い取組を進めてまいりたいと考えております。 

○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 今の説明を聞きますとね、要は、メイン会場の岸和田の浪切ホールへ皆、来てく

ださいよ。そこでイベントやります。泉佐野は何をするのか知りませんけれども、岸和田と泉佐

野が２会場でやると。せっかく岬町にすばらしい海岸があって、大阪唯一の自然海浜もありです

ね、海洋センターあり、里海公園もあり、いろんな施設がある中で、なぜ岬町はここで何もでき

ないんですか。 

  私はね、国の事業を待っているだけでは町の振興にはならんと思います。しっかりと岬町のＰ

Ｒをしないと本当に岬町は衰退してしまう。こういったマリーナとか海洋センターはたくさんあ

る町ですから、例えばね、岬高校のサップで海岸の清掃をお願いするとか、また、例年５月にヨ

ット協会の方々が頑張ってやっていただいています関空ヨットレース、マリーナ協会で開催され

ていますけどね、そういった事業をやるとかですね、できれば深日港まつりのときには日本丸の

帆船をチャーターして大阪湾をクルーズするとか、そんなこともやっぱりやっていかんと、岬町

はＰＲできんの違うかなと思いますが、町独自でそんなことを考える気持ちがあるのかないのか、

まずお聞かせをください。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 
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○吉田都市整備部総括理事 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  先ほども申し上げましたとおり、本大会は国主導の下、大阪府知事が会長となり組織する実行

委員会が作成いたしました大会の基本計画並びに実施計画に基づき、１１月１４日、１５日の本

大会の成功に向けて、令和７年度から、府内各地で大阪湾沿岸沿いの各市町や漁協などの関連団

体、企業が様々な機運醸成の取組を進めているものでございます。 

  令和８年度におきましても、大阪の海や河川等がもたらす豊かな水産資源の保護や環境保全等

の取組を進め、水産業の振興と発展を図るとした大会目的に従い、第４５回全国豊かな海づくり

大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」の成功に向けて、本町としても町政運営方針の漁業振

興でこの大会の成功に向けた方針をお示ししているところでございます。 

  具体的には、本町で実施しております主な地域イベントであります深日港フェスティバルや深

日漁港ふれあいフェスタなどで大会ＰＲ活動を積極的に実施して、水産資源の保護や環境保全、

水産業の振興といった大会目的に沿い、本大会の成功に向け、機運醸成の取組を図る予定として

います。 

  議員ご提案の一般社団法人大阪府マリーナ協会では、毎年マリーナを活用したヨットレースを

開催されております。その中でも代表的なものといたしまして、関空１周ヨットレースと、この

レースと連動して開催される岬町長杯ヨットレースが５月に開催をされております。ご提案の日

本丸のチャーターなど本町独自の新たな催しのご提案は一過性の催しとなることや、そのための

財政措置が必要となりますことから、困難なところがあると考えております。 

  一般社団法人大阪府マリーナ協会のヨットレースのご担当をされている方には、これらのヨッ

トレースの大会の中で、第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」

の成功に向けた機運醸成のご協力をいただけないかなど、まずはご相談をしてみたいと考えてお

ります。 

○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 機運の醸成、気持ちだけなっても岬町は振興しませんよ。しっかりと物事はやっ

ぱり町が前に立っていろんなことを仕掛けていく。来るやつ待ってたらいつになっても来ません

よ。その点はぜひとももう少し中身の検討についてお願いをしておきたいと思います。 

  マリーナ協会が主催しているヨットレース、町長杯、町長がいつも行って表彰されているらし

いですけれども、５月の事業ですから変更はできないと聞いています。できれば新たにやっても

らわれへんのかなということもこれからお願いをしていきたい。 

  岸和田市や泉佐野市で催物をやっていても岬町に何の変化もないです。岬高校の生徒が一瞬懸
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命サップで海の清掃をやっています。９月の海岸清掃だけではあきませんよ。もっともっとしっ

かりと地に足をつけて物事を捉えていただいて、この事業で岬町が本当に何をしたらいいのか、

もちろん岸和田市に行って岬町も何人か動員をかけて行くことは当然せないかんと思いますけれ

ども、町独自でやはりもっとやれるものはないのかどうか。私はやったらあかんと言わへんと思

いますよ。やれると思います。いろんな団体に力を借りて、この事業をもうちょっと岬町版をつ

くること、これはやっぱりお考えいただきたいと思います。まだ１１月まで時間がありますから、

私はこの件についてはしつこく言わせていただきますので、担当者の方は大変やと思いますけれ

ども、ぜひともお願いをしておきたいと思います。 

  もちろん多額の予算を計上してやるような事業はできないことは十分知っております。でもい

ろんな団体で協力して、みんなでやろうやと、美しい岬の海岸をつくろうよ、こういう運動はこ

の目的に合っているわけですから、十分やっていけると思います。その点についてぜひとも町長

を先頭にもう一度お考えをいただきたい。どれだけお考えいただいたか、また６月にはこの件に

ついてもうちょっと突っ込んだことで私は一般質問をさせてもらいますから、それまで宿題にし

ておきます。１個も進歩のないようなことのないようにぜひともお願いしておきたいと思います。 

  次に、安全で快適な住み心地のいいまちとあります。 

  私も、長きにわたりまして関わらさせていただいております第二阪和国道の整備についてであ

りますけれども、大阪府や国にも何十回と、１５年ぐらい行ってますからな。ちょっとトンネル

の灯が私は前回の大阪府・国の要望活動で灯が見えたなというふうにも感じておりますけれども、

この第二阪和国道の整備、命の道を一日も早く、和歌山市、阪南市はある程度できてますよ。岬

町が一番大変なんです。事故があったら通行止め。救急車がＵターンして反対線を走って救急に

行く、こんなことないですよ。本当に事故の発生、災害の発生時には全くこの道が機能をいたし

ておりません。 

  以前に国に要望に行ったときには、和歌山駅の道路が終われば第二阪和にかかるということも

聞かせていただきました。今からもっともっと国のほうに力を入れて早期着工をお願いしていか

なければと思いますが、町としてどのようにこれからされようとされているのか、また、２市１

町でこれからどうしようとしているのか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。 

○坂原正勝議長 都市整備部長、小坂雅彦君。 

○小坂都市整備部長 道工議員のご質問にお答えいたします。 

  第二阪和国道の複線化の取組といたしまして、和歌山市、阪南市、岬町の２市１町の議会が中

心となって、各市町の首長と共に第二阪和国道複線化連絡協議会を平成３０年に設立し、国及び



 

29 

国会議員並びに大阪府に対しての要望活動を今日まで行ってまいりました。本年度の要望活動で

も、第二阪和国道が片側１車線であることによる交通渋滞の発生や事故や災害による通行止めの

発生、緊急車両の搬送の困難などを強く訴えてまいりました。 

  具体的には、令和７年１０月３０日に近畿地方整備局への要望活動を行いました。西野道路部

長から、「複線化については予算確保が課題であり、克服しないといけないと捉えているので、

この協議会での大阪府や国土交通省本省への活動を通じて支援をお願いしたい」との発言がござ

いました。「また、データによる分析を行った上で４車線化の必要性を整理したい。次のステッ

プに行くには、データの積み重ね、調査・分析が重要である」との発言がありました。 

  翌３１日の国土交通省本省での要望活動時には、酒井国土交通副大臣から、「渋滞や事故とい

った地域の切実な状況があることはよく分かったので、しっかりと検討していく。皆さんの声で

事業費の確保ができるように力添えをいただきながら、引き続き連携して取り組んでいきたい」

との発言がございました。 

  また、同日の国土交通省道路局への要望活動時には、沓掛道路局長から、「データの収集と分

析が重要であり、それらを行った上で必要性を整理し進めていく必要がある」との発言がござい

ました。 

  これらの国からの発言を受けて大阪府では、今後の要望活動について、国が道路事業の選定、

優先順位を決定する根拠にあるデータの収集・集積が重要であるとの姿勢を示しており、具体的

な渋滞、事故、防災といったデータに基づいて複線化の必要性を訴えていくことが、第二阪和国

道複線化の早期実現のために必要ではないかとの提案がございました。そのために今後どのよう

なデータ収集や分析が必要かについて、大阪府は市町と共に勉強しながら取り組んでいきたいと

の意見をいただきました。現在、大阪府道路整備課において、第二阪和国道の必要性を訴えてい

く上で、どのような観点からデータ収集を進めていくかについて検討を行っているとの報告を受

けております。 

  早期着工に向けての町としての取組としましては、国の予算確保と事業化に向けて、大阪府並

びに阪南市、和歌山市と連携し、より具体的で説得力のある根拠を示せるよう情報収集に努めて

いくとともに、国への要望活動を継続し、地域の実情を伝え、必要性を訴え続けることが重要で

あると考えております。 

○坂原正勝議長 間もなく正午になりますが、この会派の代表質問が終わるまで続行したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

  道工晴久君。 
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○道工晴久議員 今、部長のほうからお聞かせいただきました。その席に私も同席させていただき

ましたから、中身については十分認識しています。ただやっぱりね、「データ」、「データ」と

言っても、やはり事故があったときとか、災害の時とか、命の道の位置づけ、そういったことを

しっかりとやっぱり訴えていく、知ってもらう、これがやっぱり大事なことだと思います。今度

は地方選出の国会議員は今国会で副幹事長と国土交通委員にもなっておられますので、一日も早

く直接担当する省庁に要望活動する必要があると思います。 

  大阪府も国がついたら府はつけますよとおっしゃってくれてました。今までは大阪府は、金な

いからできないと言ったんですが、本当に一歩前進したなという思いをしておりますので、この

機会にぜひとも早く対策を打っていただきたいと思いますが、最後に町長のお考えをお伺いした

いと思います。 

○坂原正勝議長 田代町長。 

○田代町長 道工議員のご質問にお答えいたします。 

  議員は長きにわたって第二阪和国道の関係の岬町の委員もしておられるし、国への要望、大阪

府への要望については既に私が言うまでもなくご承知であろうと思いますけれども、やはり国へ

の陳情、大阪府は一応一通り理解をしていただいていますけども、やはり大阪府も一緒になって

我々の背中を押してもらわないと、なかなか国もですね、ただ２市１町だけで要望活動やっても

難しい問題あるのかなと、このように見ております。 

  そんな中で、今回ありがたいことにですね、地元選出の衆議院議員代議士が、こっちは言わば

国土交通委員会に入っていただいた。そういう中で予算の関係も開いておられるしですね、要は、

そういった先生方に背中を押してもらって、また、いろんな方策を聞かせてもらって、どうした

ら早く予算措置ができるのか、事業決定はもう既に打たれていますので、あとは予算措置をして

いただく。つまり設計、また調査費、そういったものをつけていただいて、用地買収はもう既に

済んでおりますので、そういったことを早く取りかかっていただくには、やっぱり地元選出の代

議士に背中を押してもらう、また支援をしてもらう、そういったことを今後１回でも多く続ける

ことが大事なのかなと思っております。 

  この淡輪まで来る第二阪和国道が造るまでやっぱり５０年、半世紀かかっていますので、それ

を待っていたのでは、議員おっしゃるようにいつまでも複線化にはならないと、私もそう思って

いますので、議会が終わり次第、早急に国への陳情をしてまいりたい。また、そういった担当者

代議士への要請もしていきたいと、このように思っていますので、ご理解賜りたいというふうに

思います。 
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○坂原正勝議長 道工晴久君。 

○道工晴久議員 町長、ありがとうございます。 

  田代町長が掲げております町政運営方針にしっかりと向き合っていただいて、頑張って達成で

きるように努めることによって、住民が本当に安心して住めるまち、子育てのしやすいまちにな

っていくと思います。国やら府の力も借り、いろんなことをしっかりと我々も勉強させていただ

いて、どうしたら住民に喜んでいただける、そういった町行政ができるか、議会運営ができるか

ということも考えながら、お互いに住民のことを思い、頑張ってやっていっていただきたい。そ

れをお願い申し上げまして、会派代表質問を終わらせていただきます。 

  長時間ありがとうございました。 

○坂原正勝議長 自民岬、道工晴久君の質問が終わりました。 

  お諮りします。暫時休憩したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○坂原正勝議長 異議なしと認めます。 

  暫時休憩いたします。再開は１３時００分からといたします。 

（午後 ０時０１分 休憩） 

 

（午後 １時００分 再開） 

○坂原正勝議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  午前中の理事者からの答弁に関して訂正したいとの申出がありますので、これを許可します。 

  しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 午前中の自民岬、道工晴久議員からの会派代表質問において答弁に誤り

がございましたので、訂正をさせていただきます。 

  質問事項（１）こども家庭センターの中身についてのご質問に対して、こども家庭支援に係る

業務などといった児童福祉機能を担う子育て支援センターがと答弁させていただきましたが、正

しくは子育て支援課でございます。訂正し、おわび申し上げます。大変申し訳ございませんでし

た。 

○坂原正勝議長 次に会派代表質問で使用する補助資料については、議員及び理事者の皆様にはメ

ールにて配付しております。パソコンまたはタブレット、スマホ等でご参照いただきますように

お願いします。 

  また、傍聴の皆様には、配付してます傍聴者用資料をご覧ください。 
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  次に、大阪維新の会 岬町議会議員団、竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 大阪維新の会 岬町議会議員団、竹原伸晃です。 

  令和８年第１回定例会におきまして、会派を代表し質問させていただきます。 

  なお、町長の施政方針の発表を受け、町政全体を俯瞰し、大局的な視点から問いを立てる場と

させていただきたいと思います。理事者の皆様には明快な答弁をお願いしたいと思います。 

  まず、初めは、健康福祉、子育ての分野になります。誰もが健やかに生き生きと暮らせるまち

ということで、２点お伺いしたいと思います。 

 １点目は、子育て支援センターの移転についてでございます。 

 子育て支援センターは、町のホームページによりますと、お母さん方がおしゃべりを楽しんだり、

他のお母さんの子育てを見たり、話したり、聞いたり、お友達を見つけたり、子ども同士の関わ

り合いを見守りながら、お母さんがほっとできるところとあります。 

  広さは約３４０坪あり、十分な広さでございますが、老朽化は否めません。文献を調べますと

昭和４７年建築とのことでした。５３年ほど経つんですかね。そこにとてもありがたいことに、

本年閉園いたします教円幼稚園を譲り受けるとの話が舞い込んでまいりました。それを有効利用

させていただくという計画のようです。 

  そこで質問で、子育て支援センターの移転時期、規模、移転に伴う課題はどのようなものがあ

りますか、答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 竹原議員のご質問にお答えします。 

  旧緑ケ丘保育所に所在する子育て支援センターは老朽化が著しく、修繕費用など維持コストが

高いことから、令和８年３月をもって閉園される教円幼稚園施設を町が譲り受け、子育て支援セ

ンターを移転することで施設の有効活用を図ることとしています。 

  移転時期につきましては、現在の教円幼稚園閉園後３か月程度、閉園処理に時間を要すると園

から聞き及んでおり、その後、町への建物の寄贈を受けた後、移転などに３か月から半年程度か

かると見込まれますが、令和８年度中には移転をする予定でございます。 

  譲り受ける園の建物は、幼稚園として就学前児童を受け入れる設備となっており、建物自体は

全てそのまま活用する予定としております。保育室が３室あるうち１室をこぐま園としまして、

もう１室を一時預かり事業及びこども誰でも通園制度に、もう１室につきましてはみどりっこ講

座等で使用する予定としております。移転後の旧施設を今後どうしていくかについてが課題とな

っております。 
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○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ご答弁ありがとうございます。 

  私自身、娘が２人いまして、２人とも教円幼稚園に通わせていたことから、思い入れのある施

設でございまして、こうなったからには、その園自体を有効利用をしていただくことが先生方へ

の恩返しだとも思っておりますので、積極的に推進する立場でございます。いろいろな課題はあ

ると思いますが、担当課の皆さんにはどうぞ前向きにですね、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

  先ほど課題となっていました旧施設の利用計画というか、その辺についてもう少し聞いていき

たいと思います。 

  施設はできるだけ早く更地にして、売却して、民間による住宅開発へつなげていただきたい。

一人でも多くの方に岬町に越してきていただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか、答

弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 ご質問にお答えをさせていただきます。 

  旧施設の利用計画につきましては、令和４年９月に策定した岬町公共施設等総合管理計画にお

いては５％の延べ床面積削減の目標が設定されておりますので、建物を除却する方向で関係部署

と協議をしたいと考えております。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 除却される方向だとのこと、できれば住宅開発ができるよう取り組んでいただけ

ればと思います。 

  ２つ目についてですが、地域福祉施策についてです。 

  町政運営方針の中で記載されておりますのが、「誰もが地域の中で孤立することなく、生涯を

通して安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目指し、地域共生社会の実現を担え支

える担い手地域づくりを行うとともに、福祉共育を基本とした地域共生社会の仕組みづくりを引

き続き推進します。」とありました。担い手づくりとは、とても難しい課題だと思いますが、小

さな単位で進んでいる地域づくりを積極的に応援していただきたいと思います。具体的にどのよ

うな動きになるのか、ご答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 竹原議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

  地域共生社会は、制度分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地
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域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながる

ことで、住民１人１人の暮らしと生きがい、地域をと共に創っていく社会を言い、その地域共生

社会の実現を目ざして、「心つながり ふれあうみさき」を基本理念とした第４次岬町地域福祉

計画・地域福祉活動計画を令和６年３月に策定したところでございます。 

  本町の地域活動においては、担い手の不足、高齢化が課題となっており、その喫緊の対応が求

められている中、「子どもが変われば大人も変わる、地域が変わる」をキーワードに、大人も子

どもも地域の中で共に生き、学び育ち合う福祉共育を担い手の育成や福祉のまちづくりの基本と

して展開していきます。 

  まず、小中学校での車椅子体験学習、喫茶サロンへの訪問など、児童生徒の各種体験交流事業

や“みさき地域活動発表会”、福祉共育実践プレゼンテーションを通じて、地域福祉への関心が

持てるよう進めていきます。 

  また、まちづくり地域活動、環境、里海・里山、防災・減災、介護、認知症、障害・精神保健

福祉、ひきこもり支援、子ども・子育てなど、多様な視点や分野の各種セミナー、講座、研修会

を充実させ、ボランティア活動や地域活動の体験できる場を提供するなど、活動へのきっかけづ

くりを進めていきます。 

  そのほか、住民主体の支え合い活動として、サロン、コミュニティカフェなど、当事者を含め

た誰もが気楽に気軽に集える場づくりを地域の様々な場所で展開し、また、町の広報誌やホーム

ページ、パンフレットを用いて、地域福祉活動やボランティア活動の周知啓発にも努めてまいり

ます。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 たくさんの取組を発表いただきました。地域住民が世代や分野を超えて丸ごとつ

ながるということは、私たちの岬町では得意分野ではないでしょうか。いろいろなところでの取

組が現在進んできております。しかし、課題として、次の時代のリーダーの育成もあると思いま

す。様々な場面を通して活動の周知や啓発にも取り組んでいただけるとのこと、大いに期待した

いと思います。よろしくお願いいたします。 

  次に、大きな２つ目に移ります。教育・文化の分野になります。 

  あらゆる世代の人が豊かな心を育むまちということで、小さく４つ通告しております。 

  まず、初めに、学力向上事業についてです。 

  小学校学力診断テストを実施するとありますが、小学校もそうなんですけども、中学校の学力

アップのほうが先決ではと思っており、町内に一つしかない中学校、可能な限り学力を上げてい
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ただきたいという思いから、令和８年度はどのようにどのような取組になるのか、ご答弁をお願

いいたします。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 竹原議員のご質問にお答えいたします。 

  本町が実施しております町独自の学力診断テストにつきましては、小学校において例年２学期

末に実施し、児童１人１人の学習到達度を把握するとともに、学校全体の教育課程の成果を検証

するための重要な指標として活用しているところでございます。 

  一方、中学校におきましては、３学期に大阪府が実施する大阪府公立中学校チャレンジテスト

により、府内全体の中での客観的な学力状況の把握や課題分析が可能となっておりますことから、

本町ではこの結果を有効に活用し、指導改善に生かしているところでございます。 

  あわせて、二重のテスト実施による生徒の負担増を避ける観点からも、小学校では町独自テス

ト、中学校ではこのテストを活用するなど、それぞれの段階に応じた方法により学力の把握と分

析を行っております。 

  また、小学校段階でのつまずきを早期に把握し、基礎学力を確実に定着させることは中学校で

の学習内容の理解を支える重要な土台となるものであり、小学校での取組は、結果として中学校

の学力向上にもつながるものと認識しております。 

  加えて、中学校におきましても、町独自の中学校学力エンパワーメント推進事業により、大学

教授等の専門的な知見を活用した授業改善に取り組むとともに、加配教員を中心とした授業研究

を進めるなど、教員の指導力を組織的に高め、生徒の学力向上に努めているところでございます。 

  さらに、１人１台タブレット端末を活用し、ＡＩドリルによる個別最適な学習や意見共有ツー

ルを活用した協働的な学びを進めるなど、義務教育９年間を見通した継続的な学力向上の取組を

推進しております。 

  教育委員会といたしましては、小学校で培った基礎力を中学校でさらに発展させるという義務

教育９年間を見通した視点に立ち、今後も各校の段階に応じた最適な学力向上政策を展開してま

いります。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ご答弁いただきまして大変心強く思いました。また、義務教育９年間を通した視

点に立ちという点において、今後の教育の在り方を含め、教育委員会の方々には大変なご苦労を

かけると思いますが、子どもたちのためにしっかりと汗をかいていただきますようよろしくお願

いいたします。 
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  次に、体力向上推進事業についてです。 

  運動習慣の確立及び体力の向上を図るため、大阪体育大学の教授を招聘し、子どもの体力サポ

ートを引き続き実施しますとありますが、体力向上推進事業とはどのような事業になるのか、ご

答弁をお願いします。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 竹原議員のご質問にお答えいたします。 

  近年、子どもたちの体力低下は全国的な課題となっており、本町におきましても、将来にわた

り健康な生活を送るための基礎となる体力の向上は重要であると認識しております。本町の体力

向上推進事業は一時的な運動機会の提供にとどまるものではなく、日々の体育授業の改善を通じ

て子どもたちが運動の楽しさを実感し、自ら運動に取り組む意欲を育むことを目的として実施し

ているものでございます。 

  これまで全国体力、運動能力、運動習慣等調査の結果を分析した上で、大阪体育大学の教授を

招聘し、教職員を対象とした実技指導を含む研修を実施するなど、授業づくりの改善に取り組ん

でおります。 

  また、大学生ボランティアの協力を得て体力テストなどの補助を行うなど、学校現場の支援体

制の充実にも努めております。 

  令和８年度におきましても、学校の実態や課題に応じた研修を実施し、教職員の指導力向上を

図るとともに、子どもたちが運動の楽しさを実感し、自ら運動に取り組む習慣を身につけること

により、持続的な体力向上につなげてまいりたいと考えております。教育委員会といたしまして

は、今後も大学等との連携を図りながら、児童生徒の体力向上に向けた取組を推進してまいりま

す。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 こちらも答弁を聞いて少し安心いたしました。今の子どもたちは、ともするとネ

ットゲーム等をずっとしておりまして、体力が低下しがちです。岬の子どもたちが、体力向上も、

そして勉強もできるようになると他の市町から注目されることになり、移住者も増えると思って

います。未来の岬町に向けてしっかり取り組んでいただければ明るい岬町になると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  体力向上の質問に併せましてもう１つありまして、中学校のクラブ活動地域移行の計画進捗は

どこまで進んでいるのかお尋ねしたいと思います。 

  数年前から教員の働き方改革の観点から、クラブ活動を地域で引き受ける取組が進んでいます
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が、令和８年に地域移行される自治体が多いとも聞いております。岬町においてはどのようにな

っているのでしょうか、ご答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 教育委員会理事、岩田圭介君。 

○岩田教育委員会理事 竹原議員の質問にお答えいたします。 

  中学校の部活動における地域展開は、国の動きとして令和８年度から１０年度に改革実行期間

前期、令和１１年度から１３年度に改革実行期間後期と定められております。岬町は現在、国の

動向を注視しながら地域展開を進めているところでございます。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ご答弁いただきました。地域移行というワードではなく、現在は地域展開という

ことになったんですね。しかし、中身は変わらずと思っています。令和８年から１０年までが改

革実行期間前期とお聞きしましたので、令和８年度には何かしらの動きがあるものと思います。

現在も取り組んでおられるとのことなので、クラブ活動をどうするかということは、かなり多岐

にわたる調整が必要だと思いますから、私自身も受け入れる地域側の立場もございまして、何で

も相談させていただいて、地域の子どもたちのため尽くさせていただきたいと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

  次に進みます。 

  公民館・図書館等整備事業についてです。 

  町政運営方針にも少し公民館の話が書かれていますが、淡輪公民館の老朽化に伴う施設整備を

検討していくとも読み取れます。公民館・図書館等整備事業についてはみさき公園事業者との契

約が解除されたこともあり、複合施設をみさき公園駅前に持っていけるよう検討できないかとず

っと言われていました。みさき公園事業者は紆余曲折しましたが、この機会に、これまで進めら

れなかった計画について検討されてはと思いますが、実際のところどうなのでしょうか、ご答弁

をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 教育委員会理事、岩田圭介君。 

○岩田教育委員会理事 竹原議員の質問にお答えいたします。 

  みさき公園の事業契約が解除されたことでの検討でございますが、当該区域の今後については

決まっておりませんので、担当課としては、今後の方向性について見守ってまいりたいと考えて

おります。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 担当課としては、現時点においてはそのような答弁しかできないとも理解してい
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るつもりです。しかし、そのような声も多いと認識はしておいてほしいと思います。今後の行方

をしっかり見守っていきたいと思います。 

  次に、岬の歴史館廊下補修事業についてです。 

  令和７年７月の大雨により、損傷した岬の歴史館廊下について、従来からの景観を壊さないよ

う補修を行いますとあります。岬町への交流人口増加に向け、この施設をもっともっと利用して

いただきたい観点から、一般の方や専門のコンサルティングの方から意見を聞いて、どのように

していくのか計画を立てていただければいいのではと思いますが、その点どうでしょうか、ご答

弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 教育委員会理事、岩田圭介君。 

○岩田教育委員会理事 竹原議員の質問にお答えいたします。 

  岬の歴史館につきましては、これまでも和歌山大学において講義の場に利用されたり、一般の

方が動画を撮影する場として利用されたり、生涯学習課の活動の場として利用されているところ

でございます。 

  今後につきましては、岬の歴史館が非常に古い建物でございますので、来場者がより安全に利

用できるよう、施設の維持管理と並行して利活用を検討してまいりたいと考えております。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 維持管理は生涯学習課ですので、答弁としてはこのようなものになると思います

が、しかし孝子小学校の建物の価値を高く評価される方がいます。外部の方に有効利用できる方

法を尋ねてみてもいいのかなとも思っています。 

  岬町にいる私たちはずっと見ていますので、思いつかない利用方法があるかも分かりません。

そういう意味ではね、維持補修をする生涯学習課の取組でないような気もしますが、今後質問さ

れる議員もおられますからここまでにいたしますが、ぜひ岬町の自慢のこの施設に光を当ててい

ただきたいと思います。 

  次に、大きな３つ目に移ります。産業観光の分野になります。 

  新たな活力と魅力があふれるまちということで、２点お聞きしたいと思います。 

  初めに、町政運営方針では、「観光振興において、岬町観光協会をはじめ産学官の関係機関と

連携し、新たな観光資源の発掘、既存の観光資源の磨き上げを推進するとともに、大阪関西万博

後のインバウンド誘致の機運を踏まえ、本町の魅力を広く発信してまいります」とあります。観

光振興に観光資源の磨き上げというのはどのようにしていくのか。やっぱり外せないのは、昨年

４月から１０月まで行われておりました大阪関西万博でございます。かなりの集客があり、多く
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の外国人の方も来られました。岬町としてもイベント等で参画し、かなりの観光誘致へのノウハ

ウを得ることができたのではないでしょうか。万博が終わった後も病院みたいなものも続いてい

るような気配もあります。それでは、岬町としてどのように取り組んでいくのか、ご答弁をお願

いしたいと思います。 

○坂原正勝議長 都市整備部理事、新保太基君。 

○新保都市整備部理事 竹原議員のご質問にお答えします。 

  昨年開催されました大阪関西万博には、関係者を含め累計来場者数が約２，９００万人に上る

など、全世界から多くの方に大阪関西にお越しいただく契機となりました。この万博をきっかけ

に、関西地域への認知度も高まっていることから、今後、訪日外国人旅行者の訪問先として、と

りわけ、大阪府南部地域を選択いただける機会がさらに増えるものと期待しており、こうした大

阪関西万博のレガシーを承継し、今後の観光資源の磨き上げにもつなげてまいりたいと考えてお

ります。 

  このような中、本町といたしましては、国内客だけではなく、訪日外国人客についても本町へ

の誘致を促進し、地域内での観光消費など経済効果を生み出すため、観光コンテンツの開発や情

報発信などの環境整備に取り組んでまいりました。 

  その一例といたしまして、大阪観光局などの関係機関と連携して、本町の魅力である自然環境

を生かし、長松海岸自然海岸や道の駅みさき、淡輪漁港等をサイクリングにより周遊する旅行商

品など、インバウンド向けの商品開発を行うとともに、開発した商品がより多くの方の目に止ま

るよう、大手の旅行サイトに商品掲載を依頼するなどの取組を進めております。 

  また、町内に宿泊場所が少ないとの課題に対し、旅行サイト事業者や民間の宿泊事業者との意

見交換を行い、今後の事業展開の機運醸成に向けた取組を進めております。 

  さらに、外国人向けに本町の魅力発信を行うため、ＹｏｕＴｕｂｅなどの情報媒体を活用し、

外国人ユーチューバーによる動画配信を継続して行っております。 

  今後につきましても、これらの観光コンテンツ開発や商品化などに向けた意見交換や情報発信

を継続し、本町の観光資源について観光機関と連携しながら、国内外に向け、引き続き積極的に

本町の認知度を高める施策を展開してまいります。 

  また、この取組の一環として、本町で最も集客力のある観光施設であるとっとパーク小島にお

いては、企業版ふるさと納税を活用し、今年度から指定管理者に補助金を交付し、漁礁の設置や

海底清掃、桟橋へのＬＥＤ照明の設置、ライフジャケットの整備などの取組を進め、来場者の増

加に資する環境整備を進めております。 
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  さらに、大阪府においても、大阪関西万博のレガシーを承継し、万博後のインバウンドをター

ゲットとした観光政策の具体化も予想され、そうした施策との連携も検討してまいりたいと考え

ております。 

  こうした取組をはじめとして、地域に隠れた観光資源を発掘し、これらを磨き上げながら観光

地づくりに結びつけることにより、多くの観光客に本町の魅力を知っていただき足を運んでいた

だくことで、これからの本町の観光振興、交流人口の増加につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 具体的な内容を答弁いただきました。地域に隠れた観光資源を発掘しとのこと、

担当課だけではなく、いつものメンバーでございます観光協会の若手メンバーとの意見交換もし

っかりしていただいて取り組んでいただければと思います。 

  そしてこの分野に関しまして、もう一つ同じ内容で違う角度からご答弁いただきたいのが、地

元住民、地元出身者だけでなく、転入者や岬町に興味がある方を定期的により会える場を設定さ

れてはということです。人と人とのつながりは、どこでどう化学反応を起こすか分かりません。

しかし、寄り合う場がなければ、そもそもつながりません。一つ一つの出会いをつくっていくた

めに町も汗をかいていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、ご答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○まちづくり戦略室企画施策推進監 竹原議員のご質問にお答えします。 

  多様な立場の方が継続的につながり交流できる寄り添える場を設けることは、地域の担い手づ

くりや関係人口の拡大、ひいては観光振興にも資する重要な取組であると認識しております。 

  本町では、まちづくり交流館を拠点に、地域おこし協力隊が地域の声を丁寧に拾いながら、交

流や情報発信を行っております。交流館の利用についても、近年、利用事業者や利用回数が拡大

するなど、地域内外の交流拠点としての活用が着実に広がっているところでございます。 

  こうした状況を踏まえ、今後はまちづくり交流館を核として地域おこし協力隊の企画力、発信

力を生かし、地元住民に加え、地元出身者や転入者、岬町に関心のある方が参加しやすい定期的

な交流の場を設け、テーマ設定や周知方法も工夫しながら計画的に実施してまいります。 

  あわせて、参加者同士が継続して関われる仕組みづくりにも取り組み、まちの魅力発信と交流

の拡大につなげてまいります。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 まちづくり交流館では現在も実施されていますが、さらにその取組を深めていた
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だきたいと思っています。 

  実は私、昨日もまちづくり交流館で昼のランチをいただいてまいりました。聞くとかなりの利

用者がこの場所に集っていて、様々な取組をされているとのことでした。 

  そこでお尋ねします。 

  まちづくり交流館の交流イベントをスポットではなくて定期的に計画したほうが岬町に興味を

持つ若者が来るなど、参加者が増えるように思うのですが、いかがでしょうか。現在の利用の実

態と今後の目標について、担当部長、よろしくお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○まちづくり戦略室企画施策推進監 竹原議員のご質問にお答えします。 

  まちづくり交流館は観光振興や関係人口の拡大に資する拠点であり、交流イベントを一定の周

期で継続して実施することは参加のきっかけをつくり、定着にもつながるものと考えております。

実際に交流館の利用は、令和５年度は１６団体８５回、利用者１，１３５人、令和６年度は４０

団体２３５回、利用者２，６９１人と増加しており、令和８年１月末時点で５１団体、２３４回、

利用者２，０４８人と利用の広がりが見られます。 

  こうした傾向も踏まえ、今後は岬町観光協会や大阪芸術大学をはじめとする産学官の関係機関

と連携するとともに、地域おこし協力隊の企画力・発信力を生かし、交流館を活用したイベント

を定期開催することを基本に、計画的に実施してまいります。あわせて、協力隊が日常的に行う

情報発信や来訪者対応を通じて、まちの魅力の磨き上げと発信を強化し、交流人口の拡大につな

げてまいります。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 交流人口の増加に向けて、それが強いては数年後の定住人口の増加につながるも

のと考えますので、しっかり進めていただければと思います。よろしくお願いします。 

  続きまして、新たな活力と魅力があふれるまちに向けてでもう一つ取り上げたいのは、漁業振

興についてです。 

  これにつきましては、先ほど、自民岬の会派代表質問で道工議員が質問され、また今後、一般

質問でも実施される議員も質問がかぶってきていますが、担当課に聞くと少しずつニュアンスが

違うとのことですので、通告どおりさせていただきたいと思います。 

  内容は、令和８年秋季、大阪で初めて開催する第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なに

わ）の海おおさか大会」についてでございますが、これは大阪府が大々的に実施するイベントと

聞いております。大会を盛り上げるため、岬町の職員・住民総出で取り組まれてはとお願いする
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ものです。町政運営方針にも記載されていますが、どのような取組になるのでしょうか。先ほど

道工議員にも答弁されておりましたが、違いがありましたら、そこを重点的にご答弁いただけれ

ばと思います。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部総括理事 竹原議員のご質問にお答えします。 

  答弁の中で、先ほど自民岬、道工議員の会派代表質問での答弁と重複する箇所がございますが、

ご了承いただきますようお願いいたします。 

  令和８年度町政運営方針漁業振興では、第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の

海おおさか大会」の基本理念に沿い、大阪の海や河川等がもたらす豊かな水産資源の保護や環境

保全等の取組を進め、水産業の振興と発展を図り、大会の成功を目指すこととしております。令

和８年度の具体的な取組についてご答弁させていただきます。 

  本町では、大会実行委員が策定した基本計画に従い、大会開催１年前の令和７年度から本町内

で行いました長松自然海岸植樹イベントや毎年１０月に開催されております深日漁港ふれあいフ

ェスタ、また、大阪港湾局と連携して実施しております長松海岸美化運動などで大会のＰＲに積

極的に努め、勤務醸成の取組を行ってまいりました。 

  さて、令和８年度の具体的な取組としましては、深日港フェスティバルや深日漁港ふれあいフ

ェスタなどの地域イベントの中で、本大会成功に向けた大会のＰＲ活動の取組を行う予定として

おります。 

  また、大会実行委員会が示す広報計画では、大会公式ポスターやリーフレットの作成をすると

しており、府内の市町等の広報紙の活用など、各種印刷物による広報活動を展開されるとされて

いますので、これに連携した対応が求められてくるものと考えており、これに対応したいと考え

るものでございます。 

  さらに、町内の４漁業組合におきましては、機運醸成の取組の一環として大会記念放流に参加

し、それぞれ稚魚の放流をしたと聞いております。なお、この大会記念放流は令和８年度も継続

して実施されるものと聞いております。 

  次に、この大会は、大阪府知事が会長となり組織する実行委員会により策定されました大会の

基本計画並びに実施計画に基づき、１１月１４日、１５日の２日間で予定されております本大会

の成功に向けて、大会１年前プレイベントとして府内各地で機運醸成の取組が行われており、府

内各地の市町や関係団体、企業がオール大阪で様々な機運醸成の取組を進めており、本町も参加

して機運醸成の取組を行っているところでございます。 
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○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ご答弁いただきました。いろいろな取組があるのですが、もう少しお聞きしたい

こともあります。 

  といいますのは、このイベントには天皇陛下も出席が予定されているような大きなイベントと

聞いております。岬町は海により恩恵を受けていることから、町民の皆さんに積極的に参加を求

めたいものですが、どのような取組になるのでしょうか、よろしくお願いします。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部総括理事 竹原議員のご質問にお答えします。 

  第４５回全国豊かな海づくり大会における機運醸成の取組は大会の成功を支える基盤であり、

その意義は極めて大きいものであります。天皇陛下、皇后陛下も参加される本大会は、海や水産

資源の保全は日常生活の中で意識されにくいため、プレイベントや体験行事、広報活動などを通

じて関心を高めることが不可欠であり、特に子どもたちが海に親しみ、環境保全の大切さを学ぶ

機会を創出することは次世代の担い手育成につながります。また、地域住民や関係団体が主体的

に関わることで、単なる一過性の行事ではなく継続的な環境保全への活動へと発展することから、

機運醸成は大会効果を最大化し、豊かな海を未来へ引き継ぐための重要な土台であるものと考え

ております。 

  こうした取組は大会実行委員会が中心となり、大阪湾の恩恵を受ける大阪湾沿岸沿いの各市町、

関係団体、企業などが参加し、オール大阪の取組として実施されております。大阪湾から海の恩

恵を大いに受けている本町といたしましても積極的に広報・周知に努め、機運醸成の取組を行う

予定としております。 

  具体的には、本町におけるイベントとの連携・ＰＲ、また、庁舎をはじめ各施設でのＰＲのぼ

りの設置やポスター掲示、町広報紙・ホームページ・公式ＳＮＳへの情報発信を進め、できる限

り多くの町民の方々にこの大会を知っていただき、本大会当日となる１１月１４日、１５日に岸

和田や泉佐野の会場に足を運んでいただきますように努めてまいりたいと考えておるところです。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 オール大阪での取組ともお聞きしました。ぜひとも周知に力を入れていただきた

いと思います。 

  また、午前中の自民岬、道工議員の質問によりまして、私も感じるところ、やっぱり町での取

組というのも何かあってもいいのかな。海をなりわいとされている方もたくさんおられますし、

関係者を含めますと、岬町の方々はかなりたくさんおられるようにも思いますので、こういった
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イベントに参加するのも併せまして、岬町の中においても何か取り組んでいただければと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次の質問に移ります。 

  生活環境・防災についてでございます。 

  豊かな自然の中で安心して暮らせるまちということで２つの質問を用意いたしております。 

  まずは防災活動の推進についてです。 

  町政運営方針におきまして、南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくないとの認識であること

から、住民の皆様に、自分の命は自分で守るという基本的な防災の考えが定着するきっかけとな

るよう、令和８年度において非常持ち出し袋を無償で全戸配布します。 

  そして、地域防災を進めるに当たり、岬町地域防災計画に基づき、本町の地域並びに住民の生

命、身体及び財産を災害から保護するため、本町及び大阪府などの防災関係機関を加えて、地域

住民が自ら行う自治区自主防災組織などによる防災活動の総合的かつ計画的な推進を図りますと

あります。私は過去に幾度となく質問させていただいていることがあります。それは１０年以上

実施していない町規模での総合防災訓練を実施しないのかということです。令和８年度にぜひと

も実施すべきであると思いますが、いかがでしょうか、ご答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 危機管理監、寺田晃久君。 

○寺田まちづくり戦略室危機管理監 竹原議員のご質問にお答えいたします。 

  竹原議員から、令和４年第４回定例会におきまして、全町民を対象とした防災訓練を計画すべ

きではとの旨のご質問をいただいております。その際に、全町民が参加できる形で実のある訓練

が実施できるよう計画してまいるとの旨をお答えしております。 

  ご質問がございました町規模での総合防災訓練は、地震や水害などの災害想定下で消防・警

察・自治体などの行政と地域住民が連携し、避難・救助・消火・防災活動の一連の行動を総合的

に行う訓練と考えております。本町の総合防災訓練につきましても、この考え方に基づき実施し

たものでございますが、議員ご指摘のように、前回実施から１０年以上が経過しており、その間

に参加経験者の入れ替わりがあったことは承知しております。 

  また、前回以降、毎年のように全国的に大規模な災害が発生していることから、本町が訓練の

主体となり、他の自治体・警察・消防・自衛隊などの防災機関や民間企業・団体などとの大規模

災害が発生した場合の受援・応援体制の整備をはじめとした総合防災訓練が必要であると考えて

おります。 

  なお、その一環としまして、他の自治体などの防災機関や民間企業と災害時の応援や協力など
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の防災に関する協定の締結、兵庫県洲本市と本町との災害救援物資の海上輸送訓練、大阪府から

本町への救援物資輸送訓練などを実施しております。しかしながら、住民の皆様にとりまして、

大規模災害発生時の初期段階における「命を守る」ための行動は「避難する」ことであることか

ら、本町は住民主体の訓練や学習会に計画時から参加し、住民の防災意識の向上に力を入れてい

るところであります。 

  特に、地域ごとの危機事象に即した避難訓練や余裕を持って安全に避難するためのコミュニテ

ィタイムラインの作成を優先して行っているところであり、先週末にも多奈川の港会館におきま

して、地域住民の皆様にご参加いただき、身近な危機事象やハザードマップについての講習とま

ち歩きを実施したところであり、それを基に、今月中旬にコミュニティタイムラインを住民の皆

様と作成をいたします。 

  ほかにも既に次年度の実施に向けた防災関連活動につきまして、自治区や自主防災組織の皆様

と内容の協議やスケジュールを調整しているところです。つきましては、本町が実施する総合防

災訓練は、これまでの取組を総括し、通報から実動までの実践的なスキルを習得する場として、

「見るだけの訓練」ではなく「参加する訓練」にいたしたく、令和８年度につきましては、各種

訓練や協力体制等の成果等を踏まえ、総合防災訓練の実施に向け、協力いただく各種団体、開催

する時期や場所、費用など調整が必要となる事項について計画するための期間と考えており、次

年度以降に実施できるよう取り組んでまいります。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 必要性は感じているが、調整に時間がかかるため、実施は次年度以降という答弁

でございました。この答弁については町政運営方針に沿っていないのではないかと言わざるを得

ません。 

  確かに、地域住民が自ら行う自主防災組織などにおける防災活動の総合的かつ計画的な推進を

図るとありますが、その前段にですね、本町及び大阪府などの防災関連機関に加えてとの文言が

ございます。自治区単位などの小規模な防災訓練は住民が直接参加できるといったことがありま

すが、町内でずっと行われていることでありまして、担当課としては何もしなくても、実質、自

分たちでやっていただけることかなとも思っております。それよりも総合的な国や自衛隊、そし

て府やいろいろな関係部局とつながれるような防災訓練が必要だと思っております。これがこの

町でずっと前にされているのですが、ずっと前といいますと、具体的に言いますとですね、平成

２５年８月ですので１３年前になりますね。優先すべきは町規模の防災訓練であり、優先という

よりか、これをしなければ次に進めないといった私の気持ちでございます。 
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  ここに一昨年改定された地域防災計画というのがあります。改定されたのが令和６年で、でき

たのは平成２７年、策定された防災計画を１０年ぶりに改定したものですが、私も当時、議会議

長でしたので、メンバーとして参加した覚えもございます。その第２編災害予防対策の第１章に

おいて、総合防災訓練の実施についての記述がございます。読みましょう。 

  「関係機関及び住民の協力を得て、組織動員、避難、通信、火災救助、救急医療、ライフライ

ンの対応、緊急輸送、緊急地震速報対応等の訓練を有機的に連携させた総合的な訓練を実施する。

また、被害が広域にわたる災害を想定し、近隣市町との合同による広域的な訓練も取り入れ、防

災訓練の充実を図る。その際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等に十分に配慮し、地

域において避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、災害時の男女ニ

ーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するように努める。」とも記載されております。 

  改定された地域防災計画以前にあった計画においても同様の記載があったと記憶しております

が、いかんせん、１３年間のブランクは長過ぎると思います。ここに平成２５年９月の岬だより

がございます。表紙はそのときの訓練の写真、コメント欄には、「８月３日土曜日、岬町単独で

は初めての総合防災訓練が行われました。当日、消防隊員は、土のうで堤防を築き上げたり、家

屋や車両に閉じ込められた人を救助したり、けが人に応急処置を施す訓練を披露しました。また、

一般参加の方々は、バケツリレーの練習や地震の揺れや火災の煙を疑似体験する装置で、災害時

にどう行動するべきかを考える訓練を体験しました。災害時に自分の身を守るためには、日頃か

らの訓練、心がけが大切です。９月には８８０万人訓練も実施されます。いざというときどう行

動するべきか、普段から考えるようにしましょう。」と岬だよりの表紙に記載されています。い

かにこの訓練が有用であったか報告されています。 

  そして、調べを進めていますと、１３年前に訓練に参加したメンバーも少なくなってきていま

す。ここにおられる方におきましては、田代町長、そして中口副町長、当時しあわせ創造部長で

あった古橋教育長、まちづくり戦略室理事であった西部長、そして危機管理の課長だった川端室

長ぐらいで、危機管理監が以前の議会事務局長でありました谷下氏であったことから、もう少し

で誰も覚えていないことになってまいります。議員で言ったら道工議員、出口議員、奥野議員、

中原議員、私の５名でございます。 

  現在の危機管理の部屋におきましては中田さんが当時の総務課の課長だったのですが、危機管

理監をはじめ危機管理専属の職員２名もまだその場にいなく、経験がないことになります。それ

では進めれるのかどうか、この際、令和８年にしておかなければならないのではないかと訴えさ

せていただいておりますが、隣の阪南市ではリスクＺＥＲＯ訓練ということで、本年１月１７日
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に市立の上荘小学校で実施されています。阪南市は定期的に、そして隣町であります泉南市もイ

オングループと合同でほぼ毎年、ほかに近隣市町もほぼ実施、これは本当に岬町も考えていかな

ければなりません。 

  実際に危機管理監、現在その席に就かれまして４年目になると思います。この危機管理監の席

を長く担当していただいていますのはここ近年ないことでございますので、管理監がおられる間

にですね、私は何回も言ってるし、それを実現していただきたいと思います。 

  令和８年度に実施しなくて誰がするというのでしょうか、もう一度ご答弁いただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

○坂原正勝議長 危機管理監、寺田晃久君。 

○寺田まちづくり戦略室危機管理監 ただいまの竹原議員のご質問にお答えいたします。 

  先ほども答弁させていただきましたけれども、ご指摘のとおり、前回開催されましてから時間

が経っていることもございまして、改めて、各種団体や場所等の検討が必要となりますので、次

年度以降の開催として計画のほうを進めたいと考えております。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 そうですね、準備も必要なのも分かりますけど、それ以上に、いつ来るか分から

ない南海トラフに関しましても、できるだけ早くしなければならない。理由は申し上げましたが、

それでは町長に一度お伺いしたいと思います。大規模な町規模による災害防災訓練、必要ではな

いでしょうか、どうでしょうか。 

  よろしくお願いします。 

○坂原正勝議長 田代町長。 

○田代町長 竹原議員の質問にお答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、やはり防災訓練というのは絶対必要不可欠であるということは私も認識

しております。ただ今、ここ１２、３年、総合防災訓練をやってないということにお叱りを受け

てるわけなんですけども、まず今、危機管理が取り組んでるのはですね、住民１人１人に危機管

理意識をしっかりと持ってもらう。そして、災害が起きた場合、直ちに逃げる場所、高い場所、

そういった自分の命は自分で守る、これをまず先にですね、自主防災を立ち上げながら、地域の

方との訓練を行っております。これが一番大事なことだと思うので、それをやってるんですが、

やはり総合的な訓練として、もう１０年たっているわけですから、本当は毎年この訓練はやるべ

きでありますけども、いろんな団体等の連絡、また、そういう組織的な問題がありますので、今、

管理監としては次年度というお答えをしたと思いますけれども、まず、我々は泉州南消防組合の



 

48 

一員として、地域防災の関係で頑張っておりますので、それとか自衛団として消防団を設置して

おりますので、そういったところと一応調整をさせていただいて、今年度中にやれるのか、また、

どうしても次年度にまたがってしまうのか、そういったところは具体的に協議を重ねてまいりた

いと思っていますので、ご理解を賜りたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ぜひともお願いいたします。 

  それでは質問を変えて、この分野でもう一つ質問があります。耐震改修促進計画の改訂につい

てです。 

  私は、岬町耐震改修計画の改訂も必要だが、先に公共施設適正配置計画の策定のほうが先では

と考えています。施設を耐震補強するより先に、施設自体が必要なのか必要でないのか決めるほ

うが先ではないかと。本町は人口減少が続いています。公共施設も縮小させるべきであり、友好

交流都市である岡山県美咲町においては、この計画の策定を基に公共施設の整備を進められてお

られます。いかがでしょうか、答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 財政改革部長、内山弘幸君。 

○内山財政改革部長 まず、耐震改修促進計画についてご答弁させていただきます。 

  この計画は、地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、住民の生命と財産を守るため、

本町域における住宅や建築物の耐震性向上策として、耐震診断・改修等を総合的、計画的に促進

するためのものです。 

  対象となる住宅・建築物には、公共だけではなく民間のものも対象となり、本町の公共及び民

間建築物の耐震診断・改修を推進する際の実施方針及び指導指針となるものです。そして、今年

度に上位計画である大阪府の耐震改修促進計画が改訂の見込みであることから、本町では、令和

８年度に改訂を予定しているものです。 

  次に、本町における公共施設の適正配置につきましては、本町では、人口減少に伴いまして、

住民１人当たりの公共施設の保有面積は大阪府内の町村の中で２番目に多くなっており、本町に

おいて公共施設の適正配置は課題の一つと考えております。 

  一方で、公共施設の適正配置を考える上で、本町は４町村が合併してできたことや地域におけ

る公共施設の役割を考慮する必要があるとも考えております。本町における公共施設の適正配置

の取組につきましては、近年では中学校調理場を学校給食センターに統合し、来年度には子育て

支援センターを閉園する教円幼稚園へ移設する予定ですが、今後の公共施設の適正配置につきま
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しては、岡山県美咲町が策定した公共施設適正配置計画や先進自治体の公共施設の適正配置の取

組を参考・検討しつつ、公共施設の適正な配置は住民への影響が大きいことを考慮しながら慎重

に判断する必要があると考えております。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ご答弁いただきました。 

  確かに、当町は２町２村が合併した町で、そのときの名残みたいな地区に一つずつとの考え方

もありますが、既に合併して７０年、しかも人口はピーク時から約４０％も減少していることか

ら、先を見据えた判断も必要になってくると思います。 

  また、答弁の中身にもありましたが、岡山県美咲町は、「賢く収縮するまちづくり」において

国のほうからも注目され、多くの市町村が視察に訪れる超有名な計画となっております。見栄え

のよい将来計画ではなくて、消滅可能都市から脱却した方法をぜひ我が岬町でも学んでいただい

て、岬町版の計画を策定していただきたいと思います。 

  次に、大きな５つ目でございます。都市基盤についてです。 

  安全で快適な住み心地のいいまちに向けて、この分野でも２つ質問させていただきたいと思い

ます。 

  まず、初めに、深日港活性化についてです。 

  この分野は私のライフワークの一つでもあり、岬町の強みである航路を使ったにぎわいづくり

を促進し、交流人口を増やしていき、活気のあるまちをつくっていくのが目的でございますが、

昨年の運行もいろいろな方に支えられ、過去最高の利用者を更新しましたが、本年については、

インバウンドのお客さんをどれだけ取り込めるかどうかがポイントになるのではと思っています。 

  そこで、深日港活性化事業の推進に向け、インバウンド事業に対応するために、案内看板やポ

スターを多言語化し、町自体にお金を落としてもらえるよう準備が必要だと思っています。いろ

いろな場面で目にしますが、多言語化への補助金メニューはたくさんあるのではと思っています。

また、外国人向けのＳＮＳ発信も強化すべきと考えますが、担当ではどのように取り組んでいか

れるのかご答弁をお願いします。 

○坂原正勝議長 まちづくり戦略室理事、川島大樹君。 

○川島まちづくり戦略室理事 竹原議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、大阪観光局の発表によりますと、２０２５年に大阪府を訪れた外国人観光客は約１，７

６０万人と、東京都に次ぐ多くのインバウンドの方がおられております。また、本町は関西のゲ

ートウエイである関西国際空港から近く、インバウンドの誘客において有利な地理的条件を備え
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ております。関西国際空港への入国状況は中国からは減少しているものの、空港全体では２０２

５年に２，２９１万人という過去最高の国際線旅客数となるなど、多くのインバウンドの方が泉

州地域を起点に関西地域に訪れている現状もございます。そのため、本町におきましても、岬町

観光ガイドブックは、英語、繁体語、簡体語、韓国語でそれぞれ作成しており、岬町に訪れてい

ただいた際に魅力を伝え、広報に努めております。 

  このような状況の中、航路事業に関しましては、今年度に大阪観光局と連携を行い、インバウ

ンド向けの乗船予約システムを構築しており、広報周知を行い、令和８年度から運用を行うこと

で、日本へ訪れる旅前に知っていただくよう対応をしていく予定でございます。 

  加えて、深日洲本ライナーの公式ホームページにおきましても、観光情報ページを英語、繁体

語など多言語化を行い、岬町、洲本市の観光情報の発信に努めていく予定としております。本町

の魅力であります豊かな自然や深日洲本ライナーで大阪湾をクルーズできるという非日常的な体

験を提供できるものと考えており、魅力の発信情報を行うことでインバウンドの方に認知をして

いただければ一定の需要があると考えております。 

  また、近年、観光客が増加している淡路島とは４０分でつないでいるという利点を生かして、

淡路島へ訪れるインバウンドの方に、大阪湾を南回りすることで本町にも立ち寄っていただける

ものと考えており、観光協会などと連携を図りながらインバウンドの誘客に努めてまいりたいと

思います。 

  なお、竹原議員からご意見がございましたポスターなどの多言語化につきましては、今年度ま

での深日洲本ライナーのポスターには主要な文字に英語表記をしておりましたが、来年度は英語

版のポスターを作成し、近隣市町のホテルへの配架やＳＮＳで発信したいと考えております。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 いろいろな取組を具体的にお聞きしました。お願いしたいことをしっかりやって

いただいて計画しているとの感じでした。 

  それでは、この航路の関係でもう一つ質問させていただきたいことがあります。 

  需要の少ない便の運賃を安くすることで利用促進はできないかということです。 

  飛行機であっても利用者の少ない便は運賃を安くして利用率を上げられている。過去からの乗

船傾向も考慮できることから、ぜひ利用率を上げるための施策として導入していただきたいと思

いますが、いかがでしょうか、ご答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 まちづくり戦略室理事、川島大樹君。 

○川島まちづくり戦略室理事 竹原議員のご質問にお答えいたします。 
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  議員おっしゃるとおり、令和７年度の乗船者は第２、４、５、７便の乗船者の割合は少なく、

４便の合計でも２，５９０人と全体の１万１３４人の約２５％と、過去のデータを見ても乗船者

は少ない状況でございました。 

  その対策としまして、令和５年度に空席率の高い第２、４、５、７便を対象に、１０人利用で

最大４割引きとなる団体割引制度を導入いたしましたが、利用率は低い状況でございました。こ

の状況を踏まえて対象人数を引き下げ、団体割引制度の利用を促すことも検討していきたいと考

えておりますが、まずは本町の魅力をより広報周知を行い、ご指摘の便の乗船者の増加に努めて

まいりたいと考えております。 

  引き続き議員の皆様におきましても広報周知のご協力もいただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 担当課の皆さんもここ数年の流れを把握されているであろうだろうし、ぜひご検

討をお願いしたいです。 

  そして、また、国交省から来ていただいている上田副町長にも、航路再生事業について、この

事業の継続や発展に向けて一生懸命取り組んでいただいております。心強く思っております。本

当にありがとうございます。 

  副町長の在任中に定期航路となるような道筋をつけられるよう、担当部局だけでなく全町挙げ

て、また議会の特別委員会もしっかりと後押しさせていただきますので、盛り上げていけるよう

ご協力、ご指導等よろしくお願いいたします。 

  また、この航路再生事業、違う角度から見ますとね、こんな一つのことを何年にもわたってず

っとずっと取り組んでいる町もそんなにないのではと思っています。一つの課題に向けてずっと

何年も取り組んでいることをしてることをね、他の町からしたら羨ましいと聞いたこともござい

ます。我が町の課題は我が町の強みにもなっているのかもしれません。本日傍聴の皆様、ネット

配信を見ていただいている皆様にも航路再生事業へのご理解、ご支援をよろしくお願いしたいと

も思っております。 

  代表質問でなくなったような気もしますが、気を取り直して次の分野の２つ目の質問に移りま

す。空き家バンク制度についてです。 

  町政運営方針では、空き家バンク制度を引き続き活用し、空き家の有効利用を行い、本町への

移住・定住促進を図りますとあります。空き家バンク制度の活性化に向け、空き家物件の登録数

を増やして移住者を受け入れる選択肢を増やすため、町内イベント等でブースを設け、登録数を
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増やす取組を実施したり、逆に、町外イベントに積極的に参加し、空き家バンクを紹介されては

どうかと思いますが、現在の取組も含め、令和８年度の取組をお聞きしたいと思います。ご答弁

よろしくお願いします。 

○坂原正勝議長 都市整備部理事、佐々木信行君。 

○佐々木都市整備部理事 ただいまの竹原議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  岬町においては平成２６年４月より岬町空き家バンク制度を実施し、空き家・空き地の売買・

賃貸を希望する所有者等にて、空き家バンクに物件を登録していただき、空き家等の利用希望者

に対してその情報を紹介し、岬町への移住・定住の促進を図っております。 

  この空き家バンク制度の周知に当たっては、岬町ホームページ、岬町公式ＬＩＮＥ等への掲載

や毎年、土地・建物所有者へ通知される納税通知書へのチラシ同封なども行うとともに、町内イ

ベントである深日港フェスティバルでの耐震診断ＰＲブースにおいても空き家バンク制度の周知

チラシの配布等も行い、周知に努めております。 

  また、町外からの利用希望者への周知とマッチング機会の拡大のために、大阪の住まい活性化

フォーラムが運営する大阪版・空家バンクとも連携の上、物件の情報等を掲載し、岬町空き家バ

ンクの周知に努めているところです。 

  今後も関係機関や空き家・空き地等の所有者等とも連携をしながら、空き家対策を通じた移

住・定住の促進に努めていきたいと思っております。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ご答弁ありがとうございます。 

  答弁にもございましたが、空き家・空き地対策を通じて、移住・定住促進に向けて活性化して

いただきますようよろしくお願いいたします。私の住んでいる地域もかなり空き家も増えてきた

と感じておりますので、情報提供等、協力できるようなことがありましたらしっかりと取り組ん

でいきたいと思っております。 

  大きな６番目に移ります。協働、人権、行政の分野です。全ての人が輝くまちづくりを進める

まちということで２つの質問をさせていただきます。 

  まずは多文化共生の推進についてです。 

  多文化共生の推進に向け、子どもだけではなく、地域住民にも広く窓口を広げる取組が必要で

はと通告させていただいています。私の思いとしては、岬町には外国の方が大変増えてきている。

私が子どもの頃には大変珍しかった。これはよい意味も悪い意味もあろうかと思いますが、岬町

におられるいろいろな外国の方をしっかり受け止めて、私たちと共存共栄を目指すべきだとの考
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えでありまして、国や人種や文化の違いを超えて多文化共生を進めていただきたいと思いますが、

どのような取組になるのでしょうか、ご答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画政策推進監 竹原議員のご質問にお答えします。 

  本町では、大阪公立大学との包括連携協定に基づき、小学校児童との年間交流や留学生との交

流を通じた地域活性化プロジェクトを進め、国際感覚の醸成と地域の国際化に取り組んでおりま

す。 

  また、令和４年度からは、高校生の短期海外留学に対する支援、グローバル人材育成支援制度

を継続し、人材育成にも取り組んでおります。 

  加えて、本町では、淡輪地区を中心に外国人研修センターが複数立地し、アジア系を中心とし

た転入者が増えている現状もあることから、子ども向け施策にとどまらず、地域住民や外国人住

民も含めた地域全体での取組を進めていく必要があると認識しております。 

  また、各施設では、研修の一環として地域清掃活動に取り組む例や海岸清掃等のボランティア

活動なども見られ、学校現場においても研修生との交流が継続されるなど、地域交流の素地が形

成されつつあるものと受け止めております。 

  また、来場時の円滑な手続支援として、翻訳ツールタブレットなどを活用した窓口対応も役場

の方では行っております。 

  こうした動きも踏まえ、今後は生活相談の入り口を分かりやすくするための多言語、やさしい

日本語による情報提供、２点目として、地域行事や交流の場づくり、３点目として研修センター

等の関係機関と連携した課題把握等支援体制の整理を柱として、町として多文化共生の取組を段

階的に拡充してまいります。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 取組を拡充していただけるとのことのように聞きました。心強く思います。 

  そして、我が町特有の事情であります岬町に多くいるアジア系の方々についても言及していき

たいと思います。 

  地域の大人たちが積極的に話をしている姿を見ると、子どもたちは自然と話すようになるとも

思います。地域の大人たちに向けてアジア語の外国語講座を実践されてはと思いますが、いかが

でしょうか、答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画政策推進監 竹原議員のご質問にお答えします。 
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  地域の大人が積極的に声をかけられる環境づくりは外国人住民との相互理解を深め、子どもた

ちの自然な交流にもつながる重要な視点であると考えております。 

  一方で、外国語講座を実施するに当たっては、目的設定、参加ニーズ、講師確保、継続性など

を整理する必要がございます。このため、まずは交流や生活場面に直結し、やさしい日本語講座

や多文化理解の学習機会を入り口として試行し、その効果や需要を確認しながら、必要に応じて

簡易な外国語フレーズ講座等も組み合わせるなど、段階的に実施方法を検討してまいります。 

  あわせて、淡輪地区の研修センター等とも連携し、実態に即したテーマ、生活ルール、地域行

事、防災・災害等の声かけなど設定することで、実効性の高い取組として進めてまいります。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 とても前向きな答弁をいただきました。講座ができましたら第１号の受講者にな

りますので、よろしくお願いいたします。 

  そして、うちの家の前を通る外国人に話しかけ、会話をして、地域に安心と安全を広げていき

たいとも思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、デジタル化の推進に向けてということで、町政運営方針でも様々な取組が発表されまし

た。実はこのデジタル化という分野については、議会が一番不得意としていたところでございま

す。しかし、議会も最近では雰囲気も変わってきました。例えば、議場にパソコンを持ち込める

ようになったり、ネットで同時中継をしたり、議員への連絡はメールや専用アプリで実施したり、

そんな中、泉州地域としては最後になりましたが、議会でもペーパーレス会議システムを導入す

べく動いております。念願ですね。泉州南消防組合議会や大阪府の広域水道議会に行ったらよく

分かりますね。議案書が紙で配られてるのは岬町議会だけでございまして、令和８年度からは皆

さんと一緒のようにデータで受け取れると、ガラッと変わる予定でございますが、デジタル化推

進のため、議会が導入するペーパーレス会議システム、これは議会だけでは効果が薄く、行政サ

イドも積極的に導入し、全庁挙げて取り組むべきではと通告させていただいております。 

  議会は紙媒体をやめることになりなります。一番遅れを取っていたところが進むことになりま

すので、一気に全庁挙げてデジタル化に向け取り組んでいただきたいと思いますが、担当部長、

いかがでございますか、ご答弁をよろしくお願いします。 

○坂原正勝議長 総務部理事、南 大介君。 

○南総務部理事 ご質問にお答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、デジタル化の推進におきましては、ペーパーレス会議システムを議会の

みならず行政全体で取り組むことで、より大きな効果が期待できるものと認識しております。 
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  本町におきましては、岬町ＤＸ基本計画に基づき、みんなでつくる恵み豊かなぬくもりのデジ

タル社会の実現を目指し、行政のデジタル化を進めているところでございます。 

  具体的には、令和６年度から電子決裁システム、文書管理システムを導入し、一定のペーパー

レス化を達成しているところでございます。また、議会の議案につきましても、職員へはＰＤＦ

形式での配付を実施しております。 

  議員ご質問の議会のペーパーレス会議システム導入に合わせた行政側の取組についてでござい

ますが、現在、本町職員が使用しておりますパソコンはデスクトップ型が中心となっており、会

議への持込みが困難な状況でございます。全庁的なペーパーレス会議を実現するためには、端末

の更新に合わせた計画的なノートパソコンへの移行が必要となります。また、会議室等における

Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備拡充や電源の確保なども進めていく必要があるほか、ペーパーレス会議シ

ステムのライセンス費用も必要となってまいります。 

  一方、現行の紙ベースの議案には、情報の視認性や一覧性、保存性や記録性などの観点から、

一定のメリットもございます。議会におけるペーパーレス会議システムの導入は、行政のデジタ

ル化推進に貢献するものではございますが、紙媒体のメリットも十分に認識した上で、他のペー

パーレスの手法も含めて検討してまいりたいと考えております。 

○坂原正勝議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 答弁としてはいろいろお答えいただきましたが、必要性を認識するけれども、紙

媒体のメリットも指摘されました。当然ながら、議会が急に進んだから、行政も導入してはと、

なかなかよい答弁もできないのかなとも思いますが、議会の取組を見ながら、段階を早めて業務

効率化、そして経費削減を図っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上、６分野１４項目について質問をさせていただきました。これにて、大阪維新の会岬町議

会議員団、会派代表質問を終わらせていただきます。 

  長時間にわたりご清聴ありがとうございました。 

○坂原正勝議長 大阪維新の会 岬町議会議員団、竹原伸晃君の質問が終わりました。 

  これをもって会派代表質問を終わります。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○坂原正勝議長 日程第６、一般質問を行います。 

  順位に従いまして質問を許可します。 

  初めに、瀧見明彦君。 
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○瀧見明彦議員 ただいま議長より発言のお許しをいただきました瀧見明彦でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  今回の私の一般質問は２点ございます。 

  まず１点は、岬町におけるコンパクトシティの位置づけと導入目的について、２つ目が統合型

校務支援施設システム構築事業についての２点でございます。 

  それでは、まず１点目から、まず最初コンパクトシティについてでございますが、まずはコン

パクトシティとは何かというところから入らせていただきます。 

  先ほど同様な町の収縮について、会派代表質問にて竹原議員より同様の質問がございましたが、

私はこれを少し掘り下げさせていただきたいと思います。 

  コンパクトシティというのは、都市機能、具体的に申しますと、「住宅、商業、医療、教育、

行政などを一定のエリアに集約して、公共交通機関を軸に効率よく暮らせるように設計された都

市構造のことでございます。人口減少や高齢化が進む中で、インフラ維持、コストの削減や環境

負荷の低減を目的に、日本やヨーロッパなどで推進されております」とＣｈａｔＧＰＴは申して

おりますが、これは本町に当てはまると、コンパクトシティとはどのような考え方になるのか、

まずはお聞きしたいと思います。ご答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画政策推進監 瀧見議員のご質問にお答えします。 

  コンパクトシティとは、人口減少や少子高齢化が進行する中において、医療、福祉、買物、公

共交通など生活サービスや都市機能の配置を見直し、住民の利便性を確保しながら行政運営を維

持、持続可能なものとする考え方の一つであると認識しております。 

  一方で、岬町は地区ごとに生活圏が分かれており、地形条件や集落形態も多様なことから、都

市部と同様の一極集中型の手法をそのまま導入することは適切でないと考えております。本町に

おきましては特定エリアへの画一的な集約を前提とするのではなく、生活に必要な機能へのアク

セス確保と公共サービスの持続性の確保の観点から、町の実情に即した形で検討すべきテーマで

あると整理しております。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 ご答弁ありがとうございました。 

  答弁の中に生活に必要な機能へのアクセス確保等、公共サービスの持続性の確保というのが検

討すべきテーマとのことでございました。お伺いするのですが、本町では具体的にこれはどのよ
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うなアクションとなってくるのでしょうか、ご答弁よろしくお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画政策推進監 瀧見議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  現時点では、本町として、いわゆる制度としてのコンパクトシティ施策を直ちに導入する、あ

るいは特定エリアへの集約方針を決定している状況ではございません。 

  一方で、人口動態や財政状況、施設の老朽化等を踏まえますと、将来に向けて次のような分野

において、効率化・最適化の観点から検討を進めていく必要があると認識しております。 

  １点目として公共施設になります。老朽化、利用状況を踏まえた再編、複合化、利活用の検討

が必要であると認識しております。 

  ２点目として公共交通になります。移動手段の確保が必要であると認識しております。 

  ３点目として生活サービスになります。日常生活に必要な機能へのアクセス確保、医療、福祉、

買物などになります。 

  ４点目として行政運営になります。デジタル活用や業務効率化によるサービス提供体制の強化

が必要であると考えております。 

  これらの検討を総合計画や各種個別計画との整合を図りつつ段階的に進めていくことが、本町

における現実的なアクションであると考えております。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 ご答弁ありがとうございました。 

  すぐにはできないけども、将来的には考えていかなあかんよということでございますね。その

中に将来に向けて効率化、それから最適化の観点から、４つ重要項目がありますよというのをお

っしゃられていました。それは公共施設の検討、公共施設をどういうふうにしていこうかという

ことですね。それと、公共交通としての移動手段の確保も要りますよと。それと、生活サービス

へのアクセスの確保、それから行政としてのサービス提供体制の強化などを段階的に進めていく

のが現実的なアクションじゃないでしょうかというようなご答弁でございました。 

  そこでお伺いしたいのですが、このような現実的なアクションを進めることにより、インフラ

の維持費や行政コストの削減は先々望めるのでしょうか、ご答弁お願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画政策推進監 瀧見議員のご質問にお答えします。 

  一定の条件が整えば、中長期的には維持管理費の平準化や効率化につながる可能性があると認

識しております。ただし、インフラや公共施設は短期間で大きく削減できる性質のものではなく、
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また地域の暮らしを支える基盤であることから、削減のみを目的とした見直しは適切でないと考

えております。 

  また、施策によっては、移転、改修、更新、交通対策等の初期費用が必要となる場合もありま

すので、単純にコスト削減効果を断定するものではなく、住民利便性、サービス水準、将来負担

の抑制、事業費を総合的に評価しながら判断していく必要があると認識しております。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 ご答弁ありがとうございます。 

  コスト削減だけではなく、総合的に評価しながら判断していくということでございました。そ

こで、本年２月１７日の朝日新聞に掲載されました記事を紹介したいと思います。 

  これはですね、本町と友好交流協定を結んでいます岡山県美咲町のことが朝日新聞、これは

我々のところでも読むことのできる朝日新聞に載っているので、多分、全国記事として取り上げ

られていることだと思うんですけども、ご披露させていただきます。 

  「賢く縮む自治体の挑戦、公共施設を壊し、機能をまとめる賢く収縮するまちづくりを掲げ、

行政関係者の注目を集めるまちがある。身近な行政サービスの収縮につながる地域のスリム化の

鍵はどこにあるのか。中国地方を南北に走る国道53号線沿いに、まるで物流倉庫のような岡山県

美咲町の新庁舎はある。老朽化で解体した旧庁舎から移転し、昨年開庁をした鉄骨２階建て、外

壁はグレー一色の鋼板が打ち付けられ、職務のスペースは３割減らした。整備コスト約１６億円

は元の計画から４割削減、あえて鉄筋コンクリート造りにしなかったのは、いつか壊すときに大

きな費用がかからないためだという。屋内は明るい雰囲気で、質素ながら町民の使いやすさにこ

だわった。新庁舎が象徴するのが、賢く収縮するまちづくりの方向性だ。 

  ２０１８年に就任した青野高陽町長は、将来世代に負担を残さず、持続可能なまちづくりを進

めることを基本に据えた人口は１万２，０００人余り、３町合併で発足した２００５年から４，

０００人も減った。それでも旧３町時代の箱物は残り、今後４０年間の維持管理費は年平均で１

１億円、町財政を維持するには維持管理費を半分にする必要があった。町は施設カルテを作り、

役場庁舎から公衆トイレまで約７０棟余りの維持管理費を算出した。住民との対話を通じて、集

約化と再配置の計画を練ると、２０２４年度に既存施設の解体に着手、６８棟を解体し、８施設

は民間に売却した。ただ壊しただけではない。新役場の隣には図書館や公民館などが入る生涯学

習センターを建設、その隣には買物ができる物産センターも設けた。分散していた機能を集める

と、利用者数は図書館で４倍、公民館は７倍、物産センターの売上げは３割増となった。就任前

は自民党県議だった青野町長は、森の奥に１軒でも家があれば税金で橋を架け、道路を通すのが
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政治だと思っていたが、今は見方が変わった。人口減少時代には広げた風呂敷を上手にたたむこ

とが必要。賢く収縮することで未来への投資に回せる。」 

  以上でございます。 

  以上が、「賢く縮む自治体の挑戦」という題で朝日新聞に掲載されました記事でございますが、

本町も見習う部分がたくさん記載されていると思われます。そこで、このような将来の人口減少

の下、今後どのような課題を克服してコンパクトシティを進化させていくのか、町長にお伺いし

たいと思います。町長よろしくお願いいたします。 

○坂原正勝議長 田代町長。 

○田代町長 瀧見議員の質問に答えさせていただきます。 

  コンパクトシティという一般質問をいただいている中で、今、岡山県の美咲町の話を聞かせて

いただきました。いろんな面においてコンパクト化するということはいいことだと私は思ってい

ます。しかし、私の考えは、コンパクトシティにするのではなくて、今の岬町の形を変えないで、

そして、よりよい住民サービスが提供できるか、これが一番大事だと思っています。 

  確かに、小学校３校を１校にすること、また小中一貫校にすること、保育所・幼稚園を一緒に

すること、いろんな形で統廃合を進めることによってですね、１人当たりの公共面積も今は大阪

府で２番目となっておりますけど、これもうんと下がってくるだろうと、そのように思います。

しかし、そうすることによって今の現状の岬町の中でいきますと、これだけ起伏の激しいと２町

２村が合併した中で、各地域には歴史・文化もあります。そこで住む人たちのまた地域の愛着も

あります。そんな学校にしても公共施設にしてもそうなんですけども、そういった中で、いかに

言わば財政面で縮減を図っていく、そして、よりよいサービスを提供できるかということは私は

大事なことだと思います。 

  確かに、岡山県の美咲町の町長の考え方はすばらしいなと思っています。しかし、やっぱり所

変われば品変わるで、地域によってそこの住む人たちの考え方も、また思いも違うと思うんです

ね。岬町は自然豊かな海に面した環境のいい町であります。隣の和歌山市に行くには１５分程度

で行けるし、大阪の難波には５０分ないし１時間程度で行ける、そういったどこにもない岬町で

ないのかなと、このように思っています。 

  私はこの町が一番大好きです。この町をより未来に存続させていくには、今の形を守りながら、

そして住民の皆さんが豊かな生活、そしてお互いに地域の絆を保ち、また子どもたちも地域の人

たちと一緒に生活をし育っていく、できるならそういった環境が一番いいんですけれども、議員

おっしゃるとおり、財政面を考えた場合、やはり縮減縮小するということも大事であります。そ
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れはそのときの状況でですね、例えば、公民館が老朽化した、図書館も欲しい、これが当時の考

え方だったと思います。今の考え方でいきますと、和歌山市に既に図書館ができておる。阪南市

に行ったら図書館はあります。果たして、岬町にそのような大きな図書館が要るのかどうか、こ

れも検討せないかん。 

  じゃあ、公民館として中心に持ってくるとした場合、今の場所でしっかりとそういったものを

育んでおられる地域の方、また岬町の方、そういったことをいろいろ考えながら、場所の移転等

はしっかりと地域の方と相談しながら私は考えるべきものであると思っています。 

  コンパクトシティにすることが一番大事。しかし、それはやはり都会であれば、それは交通の

利便性、買物の利便性、いろいろありますから、恐らく可能だと思いますけども、こういった郊

外、言わば都心部を離れた町・村にすると、コンパクトシティは非常に難しいんじゃないかなと

いうのがあります。 

  例えば、コンビニエンスストアでも、岬町には幾つあると思いますか。３か所しかないんです

ね。そういったものがないために、例えば多奈川地域の人たちが買物に苦労されておる。望海坂

の人も買物に来るの大変だったけども、スーパーができて利便性向上が図れている。そういった

ことを考えると、分散した中にも言わば日常生活がしやすい、そういった環境をつくっていく。 

  つまり最終的に申し上げますと、住民に寄り添った生活をしていくためには、今の形を壊さな

い、これが一番大事だろうと、このように思っております。議員の皆さんからの意見も聞いて、

コンパクトシティではないけども、そういった地域まちづくりをしっかりとやっていきたいと思

っていますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 町長、ありがとうございました。 

  町長おっしゃいましたように、私も岬町が大好きです。大好きな岬町が将来こういう形に行く

んだよというような希望も含めまして、今、町長がおっしゃられたことも踏まえて、意見が違え

ども岬町は大好きだということで、よりよい岬町を議会、行政が一緒になって、両輪となって進

めていきたいと思います。ありがとうございました。 

  それでは、次の質問に移りたいと思います。 

  次は統合型校務支援システムについてでございます。 

  令和６年度に導入されました統合型校務支援システムの内容について教えていただけますでし

ょうか。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 
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○松井教育次長 瀧見議員のご質問にお答えいたします。 

  本町では、令和６年度に統合型校務支援システムを導入し、令和７年度から本格運用を開始い

たしました。本システムは、児童生徒の出席情報、成績情報、健康情報、家庭情報など一元化に

管理するとともに、通知表の作成や各種帳票の作成などを行うことができるものであり、これま

で紙や個別に管理していた校務情報のデジタル化を図るものでございます。これにより、教職員

間での情報共有の円滑化や校務処理の効率化を進め、教職員の負担軽減と教育活動の充実につな

げるための基盤を整備したところでございます。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 ありがとうございました。 

  このシステムの導入により、情報共有の円滑化、校務処理の効率化、教職員の負担軽減等教育

活動の充実をうたっておられましたが、それでは、日々の運用について問題は発生していないの

でしょうか、ご答弁よろしくお願いします。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 瀧見議員のご質問にお答えいたします。 

  現在のところ、システム運用において重大な支障となるような問題は発生しておりません。一

方で、今年度からの本格運用であることから、各種設定や操作方法において、教職員が慣れるま

でに一定の時間を要している状況がございます。 

  また、習熟度には個人差もあることから操作に戸惑う場面も見られますが、ＩＣＴ支援員が日

常的に学校を訪問し、設定作業の補助や操作方法の助言など、きめ細やかなサポートを行ってお

ります。そのような支援により徐々に円滑な運用が図られているところでございます。引き続き、

学校現場の状況を把握しながら、安定した運用と効果的な活用に努めてまいります。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 ありがとうございました。 

  今のところ問題は発生していないという認識でございますね。では、ここでお伺いいたします。 

  当初の目的である教職員の事務負担の軽減や教育の質の向上は図れたのでしょうか、ご答弁お

願いいたします。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 瀧見議員のご質問にお答えいたします。 

  統合型校務支援システムにつきましては、今年度から本格運用を開始したところであり、現在

は教職員が操作や活用方法に慣れていく過程にあると認識しております。そのため現時点では設
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定作業や操作に時間を要する場面もあり、負担軽減の効果を直ちに十分実感できる段階には至っ

ていない部分もあります。 

  一方で、児童生徒情報の一元管理が可能となったことにより、これまで個別に行っていた入力

作業や確認作業の効率化が図られるなど、今後の負担軽減につながる基盤は整ってきているとこ

ろでございます。 

  また、児童生徒１人１人の状況を教職員間で共有しやすくなったことにより、きめ細やかな指

導や支援にもつながるものと考えております。今後、教職員の習熟が進むことで校務の効率化が

より一層図られ、教職員が児童生徒と向き合う時間の確保につながるものと考えており、引き続

き活用支援に努めてまいります。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 ありがとうございました。 

  校務の効率化が進み、教職員が児童生徒と向き合える時間が確保されるとのことでございまし

た。これは教職員と児童生徒間のコミュニケーションの向上や、お互いを理解し合い、思いやる

心が一層強くなったのではないでしょうか。 

  そこで最後になりますが、教育長に、統合型校務支援システムを導入されたことにより、ＧＩ

ＧＡスクール構想の一環としての役割は担えたのでしょうか、お尋ねいたします。ご答弁よろし

くお願いいたします。 

○坂原正勝議長 古橋教育長。 

○古橋教育長 お答えいたします。 

  統合型校務支援システムは、ＧＩＧＡスクール構想の推進項目におきまして、教職員の働き方

改革や校務のデジタルトランスフォーメーション、いわゆる校務ＤＸの進める上での重要な柱と

して位置づけられているものでございます。本町におきましても、本システムの導入によりまし

て、先ほど次長からの答弁にもありましたように、児童生徒の出欠や成績、また健康情報などを

一元的に管理することが可能となり、公務の効率化と情報共有の迅速化が図られるなど、校務Ｄ

Ｘの推進につながる環境が整うと考えております。 

  また、ＧＩＧＡスクール構想によりまして整備されました１人１台端末や校内ネットワーク環

境と併せて活用することで、児童生徒１人１人の状況をより的確に把握をして、個に応じた指導

や支援につなげることが可能になるなど、教育活動を支える重要な基盤になるものと認識してお

ります。教育委員会といたしましては、今後もこのシステムの活用を通じまして、教職員の働き

方改革の推進と教育の質の向上に努めてまいりたいと考えております。 
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○坂原正勝議長 瀧見明彦君。 

○瀧見明彦議員 教育長、ありがとうございました。 

  最後に教育長より、教職員の働き方改革の推進と教育の質の向上の両立という大変重いお言葉

を頂戴いたしました。働いて働いて働いて働いて働いてとは申しませんが、教職員の皆さんや児

童生徒の皆さんがよりよい学校での生活が送れますように、児童生徒の皆さんが学びたいことが

学びたいときに学べるような学校生活が送れますように切に切にお願い申し上げまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。 

  ご清聴ありがとうございました。 

○坂原正勝議長 瀧見明彦君の質問が終わりました。 

  お諮りします。暫時休憩したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○坂原正勝議長 異議なしと認めます。 

  暫時休憩いたします。再開は１５時２０分といたします。 

（午後 ３時０６分 休憩） 

 

（午後 ３時２０分 再開） 

○坂原正勝議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  次に、大里武智君。 

○大里武智議員 議長の許可を得ましたので、質問させていただきます。大里武智です。 

 初めに、コミュニティバスについてお伺いしたいと思います。 

  通学で利用する子どもたちから通勤や通院・買物、そして運転免許を自主的に返納した高齢者

まで住民の方々が地域の足として利用しているコミュニティバスですが、住民の方から、前回の

ダイヤ改正後、乗りづらくなったという話をよく耳にします。１月の青葉台のふれあい喫茶でも、

高齢のご夫婦から、支線のルート変更によって乗りづらくなったと聞かされました。その方は目

的地まで片道４０分以上かかり、さらに帰りは１時間近くかかるそうです。そこで、２年前の令

和６年４月のダイヤ改正後の利用状況についてお伺いしたいと思います。比較するために、改定

前の令和５年度もお願いします。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部総括理事、辻里光則君。 

○辻里しあわせ創造部総括理事 大里議員のご質問にお答えいたします。 

 コミュニティバスの利用者数は、令和５年度では基本路線１１万５，２８６人、令和６年では基
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本路線１０万５，８０５人で、９，４８１人減少しております。 

  乗り継ぎ支線の乗車人数は、令和５年度では１万２，６５１人、令和６年度では１万３，４０

０人で、７４９人増加しております。合計では、令和５年度１２万７，９３７人、令和６年度１

１万９，２０５人で、８，７３２人減少している状況です。これは令和５年度から６年度におい

て本町の人口推計を見ますと、特にバスをよく利用される４０歳から４４歳代及び７０歳から７

４歳代の減少が大きく、間接的ではありますが、バス利用者の減少の要因として影響しているも

のと考えております。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 ダイヤ改正以降、利用者が８，７３２人減少しているという回答でした。人口減

少なども影響していると言われますが、コミュニティバスは、公共サービスの一環として交通空

白地域、不便地域の解消を図るため、市町村が計画的に運用するバスとされています。代替の交

通機関がない岬町においては、これからもコミュニティバスの存在は大きいと思いますが、今、

このコミュニティバスについてどのような課題があるのでしょうか。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部総括理事、辻里光則君。 

○辻里しあわせ創造部総括理事 大里議員のご質問にお答えします。 

  平成２８年４月から、町が運行主体となってコミュニティバスの運行を開始してから、本年３

月末で１０年が経過します。これまで車両の更新や運行改善など利便性の向上を図り、公共交通

機関の一つとして定着してきていると考えております。今後も移動手段であるバスの運行を継続

していくためには、幾つもの課題を克服し、住民ニーズに適したシステム構築が重要であると考

えております。 

  一つはハード部分、特に車両の課題です。運行当初からのマイクロバス車両は２台とも本年１

月末で４２万キロを超え、支線の車両も３８万キロに達している現状です。これらの車両は、エ

ンジン関係の修理や乗降扉、空調の修理など老朽化に伴う修理箇所も多くなり、修理費も年々増

加しておりますが、運行車両をローテーションしながら維持している現状です。しかし、これら

の車両がいつ故障する可能性があるのか、あるいは高額の修理費用が発生する恐れがあるのかに

ついては明確な予測ができず、この点はバスの運行において大きな課題となっていると考えてお

ります。 

  次に、乗り継ぎ支線の路線だと考えます。 

  乗り継ぎ支線は、多奈川東畑・西畑ルート、オークワ前からみさき公園を経由し、孝子までの

ルート、みさき公園南側の住宅地を回遊するみさき公園駅ルート、みさき公園駅から道の駅を経
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由し、別所の台団地、淡輪畑から望海坂、黒崎を経由する淡輪ルートがあります。この４ルート

を１４人乗りのワンボックスカー２台で運行しておりますが、支線間の距離が長いため、１日４

便から５便しか運行できていない状況です。 

  また、乗車人数は支線全体では令和６年度に比べ約２６０人程度増加しておりますが、東畑ル

ートでは昨年の半数程度減少しております。 

  支線の運行につきましては、現在の定時定路線を維持するのか、あるいは他の自治体で導入さ

れている乗合タクシーやデマンド交通といった方法もありますが、問題点も多く、中止や見直し

を行っている自治体もあることから、乗合タクシーやデマンド交通にとらわれることなく、ニー

ズに合った交通手段の検討が大きな課題であると考えております。 

  そのほか、人件費の増加に伴う運行経費の増加、高齢化による運転手不足、運行便数の増便要

望、電車との乗り継ぎ改善などの課題があると認識しております。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 以前から問題になっているのは、今もありましたが、運行車両の老朽化に伴う運

行経費です。対策するには、割引や運行ルートなどの削減、絞り込み、運賃の引上げ、そして財

政支出の増加という選択が考えられます。しかし、高齢者や体の不自由な方が公共施設や病院、

買物などに行きやすく、気軽に利用できるコミュニティバスを維持してほしいと思います。その

ためにも利用者が増える取組、利用しやすい取組が必要です。 

  特に前回のダイヤ改正とルート変更によって利用者が大きく減っている支線について、また、

本線・支線とも南海本線電車との乗り継ぎについてです。これについては以前からも何度か質問

させていただいていますが、ルート改善やダイヤ改正を含めた利用促進と利用性向上についてど

のように考えておられるでしょうか。 

○坂原正勝議長 しあわせ創造部総括理事、辻里光則君。 

○辻里しあわせ創造部総括理事 大里議員のご質問にお答えします。 

  まず、ダイヤ改正及びルート変更についてお答えします。 

  令和５年１０月２１日から南海電車のダイヤ改正が行われ、特に多奈川線の９時台から１６時

台までの時間帯が減便となりました。これを少しでもカバーするため、令和６年４月にダイヤ及

び路線を改正いたしました。乗り継ぎ支線の多奈川東畑・西畑ルートを１本のルートとし、オー

クワ前から孝子方面へのルートをみさき公園駅まで延伸するルートに変更いたしました。しかし、

東畑から甲山を経由し、西畑、谷川方面へのルートになったことにより、オークワ前から谷川ま

での所要時間がかかり利用しづらいため、乗車時間の短縮が求められております。 
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  今般、東畑・西畑ルートを従来の単独ルートに戻す路線変更を、あわわせて支線と基本路線の

乗り継ぎ時間を調整するためのダイヤ改正を予定しております。コミュニティバスのダイヤ改正

及び路線変更の実施時期につきましては、５月の連休明けから６月初旬を予定しております。 

  次に、今後の運行ニーズに伴う利用促進についてお答えいたします。 

  バスの利用促進策といたしましては、令和７年３月１７日から交通系ＩＣカードシステムの導

入を行い、令和８年１月末まで、累計６，２００件の利用数となっております。 

  また、通勤・通学定期の発行や高齢者の運転免許返納者に対する回数券での支援制度の導入を

行ってきました。望海坂地区内のショッピングセンターへの買物ができるよう、令和６年４月か

ら淡輪ルートを望海坂地区まで延長しております。電車との乗り継ぎにつきましても、できるだ

け調整を図ってきたところです。 

  運行開始以来、住民の移動手段としてバスが定着してきていることから、今後も通勤・通学を

はじめ買物など、生活に重要な役割を持っているバスが利用されるよう、住民ニーズに対応した

便利で安定したバス運行を図っていきたいと考えております。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 令和６年４月のダイヤ改正後には、南海電鉄も運行ダイヤ改正も行われています。

住民のニーズに合った運行ルート及び鉄道との連絡などの対策改善をよろしくお願いします。 

  そして、コミュニティバスを通学に利用している子どもたちもいます。岬町では、令和７年度

からスタートした岬町遠距離通学支援事業補助金の利用状況を確認させていただきたいと思いま

す。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えいたします。 

  令和７年度から開始いたしました岬町遠距離通学支援事業補助金は、遠距離のため交通機関を

利用して通学する児童生徒の保護者に対し、通学定期券の購入費を補助することにより、経済的

負担の軽減を図ることを目的として実施しているものでございます。 

  令和７年度における利用状況につきましては、鉄道利用は、淡輪小学校ではみさき公園駅から

淡輪駅間６２名、孝子駅から淡輪駅間８名、岬中学校では孝子駅からみさき公園駅間２名、コミ

ュニティバス利用は、岬中学校では小島地区から１名となっております。今後も制度の適正な運

用に努めるとともに、利用状況の把握に努めてまいります。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 補助金利用においては鉄道での利用者がほとんどです。コミュニティバスの利用
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はほとんどないようです。現在対象となっていない望海坂地区の子どもたちへの補助金適用とコ

ミュニティバスの利用について過去にも複数の議員から質問がありましたが、その後、検討状況

はどうなっているでしょうか。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えいたします。 

  望海坂地区などからの通学支援につきましては、令和７年第２回定例会においてご質問をいた

だき、通学時の安全確保や利用人数、現在運行しておりますコミュニティバスとの関係などの課

題について答弁させていただいたところでございます。これらの課題について整理するとともに、

コミュニティバスとの整合性を図る必要があることから、通学支援の在り方について検討課題と

しているところでございます。 

  また、通学時の安全確保の観点から、スクールバスなどの手法につきましても通学支援の方法

の一つとして視野に入れながら、通学支援の在り方について整理していく必要があるものと考え

ております。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 これからもしっかりと検討していただきたいと思います。 

  昨年６月議会の答弁では、「現行のバス運行体制の中で、対応可能な範囲から先行的に取り組

むことは現実的なアプローチであると考えております。その一環として、バス混雑状況や児童の

安全面などを踏まえ、対象学年を絞り込み、段階的な設定も視野に入れて検討しております。可

能な方法を模索しながら、引き続き、バス担当者と連携を進めてまいります」と答弁されていま

した。 

  子どもたちの通学時間帯は通勤時間帯とも重なり、混雑するという課題もあると思います。町

が平成２８年にスタートしたコミュニティバス事業ですが、スタート時には朝１便だけではあり

ますが、望海坂から岬中学校行きのコミュニティバスの登校ルートが存在しました。さらなる利

用状況をしっかりと把握した上で、必要ならば児童生徒の登下校ルートの運行も含めて、子ども

たちの安心安全な登校ができるよう検討をお願いして、次の質問に行かせていただきたいと思い

ます。 

  岬町には深日の宝樹寺に保存されているナウマン象の化石や西陵古墳など巨大な古墳をはじめ、

神社・仏閣などの歴史的建造物が多く存在します。私たちは１００年以上生きることは難しいと

思われます。その中で見ることのできる景色は、歴史的に見てほんの一部です。その私たちがこ

の岬町において知ることができる歴史的文化遺産は非常に多い恵まれた環境だと思います。 
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  そこで、町内にある文化財などの保存・修復はどのような状況なのでしょうか。 

○坂原正勝議長 教育委員会理事、岩田圭介君。 

○岩田教育委員会理事 大里議員の質問にお答えいたします。 

  文化財保護法第３条において、国及び地方公共団体の責務として、文化財の保存が適切に行わ

れるよう努めなければならないとされており、また、同法第１２５条において、史跡等の現状変

更の制限として、土木工事等で史跡などを工事改変するときは、事前に国の許可を取ることと保

存修復に関し定められており、当課としまして、乱開発を阻止する意味でのパトロール、環境を

守るための定期的な除草、樹木の管理、墳丘保護を行っております。 

  次に、修復でございますが、出土遺物の保存修理、発掘調査に基づく復元整備、台風や地震に

よる損害箇所の復旧工事等を状況に応じて行っております。 

  修復の具体例でございますが、平成１９年度から２年の歳月をかけて、船守神社の屋根のふき

替え修復を行っています。また、令和３年度から４年の歳月をかけて保存修復を行った興善寺の

仏像、令和５年度から２年の歳月をかけて修復を行った興善寺本堂がございます。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 ありがとうございます。文化財、文化遺産の保存・管理と共に、修復にしっかり

取り組んでいただき本当にありがとうございます。興善寺の屋根のふき替え修理も３３０年の歴

史の継承ができたのではないでしょうか。 

  もう少し教えていただきたいのですが、岬町内各地には数多くの古墳が存在します。その点在

する古墳についてどのように保存していくのか、今後どのように維持管理、また利活用していく

お考えなのでしょうか。 

○坂原正勝議長 教育委員会理事、岩田圭介君。 

○岩田教育委員会理事 大里議員の質問にお答えいたします。 

  先に申し上げました文化財保護法第３条及び同法第１２５条で、文化財の保存と史跡の現状変

更規制が示されていることに加え、同法第９３条において埋蔵文化財の発見に関する届出として、

埋蔵文化財を発掘する前には国への届出をするよう定められており、担当課としましては、保存

として環境を維持するための除草作業と墳丘保護、第９３条の届出については大阪府への経由事

務を行っております。 

  古墳の保存に係る具体例でございますが、西陵古墳の保存業務といたしまして定期的に草刈り

作業を行っているところでございます。 

  次に、利活用でございますが、西陵古墳において、国庫補助を活用し、言語対応の解説板の設
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置を行い、インバウンド客を含めた受入れが可能となる対応を行ってございます。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録後、地元自治体では観光や経済効果への期待

が高まっています。しかし、ほとんどの古墳は立入りが禁止されている、全体像も見えないなど、

観光資源として課題も多くあるそうです。 

  今、岩田理事からの回答にもありましたが、多言語対応の解説板の設置のほか、安全対策の基

にはなるのでしょうが、古墳の見学や散策など、町内に点在する古墳を少しでも観光利用、教育

的利用ができ、古墳が身近に感じることのできるような取組に期待させていただきます。しかし、

町内には西小山古墳のように、保存・維持管理が難しい現状のものも存在しているように思われ

ます。未来へ引き継ぐために保存管理を考えてほしいと思います。 

  続いて、岬町の歴史的文化遺産の中心施設になる岬の歴史館についてお伺いします。 

  このレトロ感たっぷりの岬の歴史館の維持管理・活用についてどのようにお考えなのでしょう

か。 

○坂原正勝議長 教育委員会理事、岩田圭介君。 

○岩田教育委員会理事 大里議員の質問にお答えいたします。 

  岬の歴史館につきましては、現在の建物が明治４１年９月に建設されて以来、相当な年数がた

っており、維持補修を常に心がける必要があると認識しているところでございます。 

  岬の歴史館は、歴史ある孝子小学校の校舎を活用しているため、これまでの歴史を守りつつ修

繕を進めていく必要がありますので、修繕を行う際には慎重に進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 岬の歴史館は明治４１年に建てられた休校中の孝子小学校の木造校舎です。担当

課のほうでは修繕を進めていく必要があり、慎重に進めていきたいとの回答でした。建てられて

から１２０年近くがたち、板張りの廊下や外壁をはじめ老朽化が進んでいます。歴史館内には、

町内で発掘された土器や瓦、暮らしの中で使っていた道具など、歴史的価値観のあるものも多く

保存されています。この１２０年近く歴史ある校舎を含めた岬の歴史館の保存とこれからの活動

について町長はどのように考えておられるんでしょうか。改めて町長に回答をお願いします。 

○坂原正勝議長 田代町長。 

○田代町長 大里議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  岬町の歴史館を今後どのように運営維持していくのかということのご質問だと思いますので、
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先ほど担当のほうから内容についてはご説明したとおりでございます。岬の歴史館は先ほど申し

ましたとおり、明治４１年に建設されて約１２０年がたっております。地域の歴史と文化を育ん

できた貴重な施設だと私も認識をしております。その中には、たまにのぞきに行くんですけども、

いろんな岬町の農業、またいろんな埋蔵、また地域の産業であった瓦、そういったものが保存さ

れております。特に聞くところによりますと、学校教育の子どもたちがあそこでいろいろな歴

史・文化を勉強したり、そしてスポーツ・文化、そういったことも使用されておると聞いており

ます。要は、唯一の木造の校舎ということでありますので、できればこれをしっかりと手を加え

ながら、形を変えないでですね、そして、できれば建造物を文化財としていただけるような方策

も、今後、大阪府と相談しながら検討してまいりたいと思っております。 

  可能かどうか分かりませんけども、１２０年と歴史が長い建物でありますので、そういったこ

とも強く大阪府のほうへ求めていきたいというふうに思っておりますので、できるだけ手を加え

ながら大切に保存していきたい。そして、利活用を図っていきたいというふうに思います。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 ありがとうございます。木造校舎、傷んできていますが、まだまだ使用できる部

分も多くあります。これからも維持管理をしっかりとお願いします。 

  岬町にはたくさんの歴史的文化財があります。それらを残し、活用し、そして未来に伝えてい

けるように対策をよろしくお願いします。古墳や歴史館など長い歴史を形づくってきたものを将

来に残せば、より一層の歴史的価値が引き継がれます。５０年後、１００年後の岬町民に、当時

の人は残念なことをしたと惜しまれないように対策をよろしくお願いします。文化財を利用した

歴史を生かしたまちづくりをお願いしたいと思います。 

  また、今までみさき公園に遠足や写生会で来ていた近隣市町の小学生が古墳や岬の歴史館を含

めた文化遺産に遠足や社会見学、写生会などで訪れる場所などの観光学習の場になるよう期待し

ます。よろしくお願いします。 

  続きまして、岬町に住む方々の誰一人取り残さない教育について、２つ聞かせていただきたい

と思います。 

  初めに、先ほど大阪維新の会岬町議会議員団の会派代表質問でもありましたが、多文化共生の

推進、外国人住民の方々への取組についてです。 

  ちょうど１年前の３月議会で質問させていただいた移住してきていただいた外国の方々への日

本語教育への取組のその後をお伺いしたいと思います。 

  日本語教育の推進に関する法律には、外国人の幼児・児童から留学生及び就労者に対して、国



 

71 

と自治体が日本語教育推進の施策を実現することが明記され、特に地方自治体には在留外国人が

地域社会での生活が円滑にできるように日本語学習の機会を提供することが求められています。

前回の質問時、多文化共生社会の実現に向けて、日本語教室の必要性について検討と対象の外国

人住民などにニーズ調査を実施するとの回答でしたが、その日本語学習ニーズ調査の結果はどの

ようなものだったのでしょうか。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画政策推進監 大里議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  本件につきましては令和７年３月議会において一般質問があったことを踏まえ、本町としても、

外国人住民の増加に伴う生活上の困り事や地域との円滑なコミュニケーションの観点から、日本

語学習支援の必要性を把握するため、令和７年５月に日本語学習ニーズ調査を実施いたしました。

送付数は１０２件、回答数は２２件でございます。 

  調査結果の主な概要でございますが、出身国はインドネシア、中国、フィリピン、ベトナム、

韓国、ネパールなどアジア圏が中心であり、年代は３０代が最多という傾向が確認できました。 

  また、日本語能力については、全く話せないという方がおられませんでして、一方、学び方と

しては複数回答ではありますが、「教室で学びたい」が３９％と一定のニーズが見受けられまし

た。 

  学びたい内容としては、読み書きが最も多く、次いで仕事で使う日本語、挨拶、日常会話、買

物、病院等で使う日本語など、生活と就労の両面にわたるニーズが確認できました。 

  さらに希望する時間帯は週末や夜が多い傾向で、就労等の生活実態に配慮した設定が重要であ

ることも読み取れることができます。 

  以上より、回答数に限りはあるものの、町内在住の外国人の方々に一定の日本語学習ニーズが

あることを確認したところでございます。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 日本語学習ニーズ調査、本当にありがとうございます。 

  それでは、この調査結果を踏まえ、今後どのような取組を考えておられるのでしょうか。また、

取り組んでいく上で課題などはあるのでしょうか。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画政策推進監 大里議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  本町としては、多文化共生の観点から、日本語学習の機会づくりは重要であると認識しており

ます。 
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  一方で、調査結果を踏まえ、いきなり町主導で常設の教室を設けるというよりも、実施体制、

担い手、運営方法を現実的に整理しながら段階的に検討していく必要があると考えております。 

  まず、町内で活動する岬町国際交流サークルに日本語教室の開催可能性について相談したとこ

ろ、講師等の人的・資源的余裕がなく、現状では教室運営は困難との回答でございました。その

ため、当面は教室の実施可否だけに焦点を当てるのではなく、外国人住民と地域住民が交流でき

る場づくりを選考し、参加の中で生活課題や日本語学習の生の声を丁寧に把握することから始め

ております。実際により多くの意見を得るため、現在は地域交流会に関するアンケート調査も進

めているところでございます。 

  今後の取組としては、一つ目として、交流イベント等を通じて参加者の属性やニーズの追加把

握をし、対象規模・頻度を見極めることとしております。 

  ２点目として、週末・夜の希望が多い点も踏まえ、実施時期、会場、運営方法を検討すること

としております。 

  三つ目として、読み書き、仕事、生活場面などのニーズに沿った内容設計を行うこととしてお

ります。 

  最後に、ボランティア団体だけに負担が偏らないよう、府、関係機関、受入事業者等とも連携

し、担い手確保を図ることといった点を中心に進めてまいります。 

  次に、課題といたしましては、主に担い手の確保、持続運営のための財源・会場確保、参加者

の就労状況等に応じた時間設定、生活支援、子どもの就学等、教育分野ともつながる支援の総合

性の確保が挙げられます。本町といたしましては、こうした課題を踏まえつつ、まずは交流の場

づくりを通じて実態把握を深め、外国人住民が安心して暮らせ、地域の中で学び、働き、育てで

きる環境づくりにつながるよう段階的に取組を進めてまいります。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 ありがとうございます。今後とも、アンケート調査などの取組をしっかりとよろ

しくお願いします。 

  入管庁の方の話でも、「長期で在留する外国人が日本語を話せないと地域コミュニティで孤立

し、住民とのトラブルも起きやすい」とおっしゃっております。今回この一般質問をするに当た

って、他市で日本語学習のボランティア活動を個人でしている方から連絡いただきました。その

方の日本語教室に通っている１人の方は、家族で日本に移ってきたが、言葉の壁に苦しんでいる

現状をお伺いしました。 

  買物や生活習慣を理解する上で言葉、日本語は不可欠です。日常生活で少しでも日本語が理解
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できるように、冬の寒い中、未就学児の子どもと小学生を連れて日本語教室まで来られている姿

には涙が出ると言われていました。日本語教室の開催には運営面を含めて多くの課題があると思

いますが、段階的にでもしっかりとした取組をお願いします。 

  最後に、全国的に増え続けている不登校対策についてお伺いします。 

  まず、不登校児童生徒への支援についての法律、教育機会確保法について、また、この法律を

踏まえた不登校支援対策についてどのように考えておられますでしょうか。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えいたします。 

  平成２９年に施行された義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関

する法律、いわゆる教育機会確保法では、学校に登校するという結果のみを目標とするのではな

く、児童生徒１人１人の状況に応じた支援を行い、社会的自立を目指すことが基本理念として示

されております。 

  また、文部科学省の不登校対策やＣＯＣＯＬＯプランにおいても、多様な学びの場の確保や教

育支援センターの機能強化などが重要な取組として位置づけられております。本町におきまして

もこうした法の趣旨を踏まえ、不登校児童生徒の学びの機会を保障し、社会的自立に向けた支援

の充実を図るため、その中核的な取組として、令和８年度より教育支援センターを設置すること

としております。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 ありがとうございます。 

  教育機会確保法では、義務教育の段階における支援が記されております。では、本町の子供た

ちが小学校、中学校で学校へ登校することに困難が生じたとき、学校に通いにくくなったとき、

学校に通えなくなったときに、不登校児童生徒に対してどのような対応をしているのでしょうか。

また、そのようなとき大きな役割を持つのがＳＣ（スクールカウンセラー）、ＳＳＷ（スクール

ソーシャルワーカー）と呼ばれる方々です。このスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーの取組についてどのようなものなのでしょうか、お願いします。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えいたします。 

  現在、本町では、校内教育支援ルームにつきましては淡輪小学校に常設しており、その他の学

校におきましても、児童生徒の状況に応じて別室の対応を行うなど、それぞれの実態に応じた支

援に取り組んでおります。 
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  また、スクールカウンセラーを週１回配置し、児童生徒の心理面での支援や保護者への助言を

行っているほか他、スクールソーシャルワーカーにつきましても月１回から２回配置し、関係機

関との連携を図りながら、家庭環境への支援や福祉的課題への対応など、児童生徒を取り巻く環

境の改善に努めております。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 学校配置のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは教職員として

一途に位置づけられていることを認識した上で、不登校児童生徒への関わりをスクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーなど専門家に丸投げするのではなく、相互の情報共有を密接

にし、チームとして取り組むことが重要です。学校教職員、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーは、どのような連携した取組をし、子どもたちの支援に役立てているのでしょ

うか。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えします。 

  スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーとの連携につきましては、学校の管理

職や生徒指導担当教員、担任などが中心となり、児童生徒の状況に応じて専門的な助言を受けな

がら支援に役立てております。 

  スクールカウンセラーにおいては、児童生徒本人や保護者へのカウンセリングを通じて心理的

支援を行っており、その内容につきましては、守秘義務の観点を踏まえ、本人や保護者の意向を

尊重しながらスクールカウンセラーが適切に判断し、必要な範囲で学校と連携が図られておりま

す。 

  また、スクールソーシャルワーカーにおきましては、家庭環境や福祉的課題への対応が必要な

場合に、学校と福祉部局や関係機関との連携を図るなど、児童生徒を取り巻く環境への支援に努

めております。教育委員会といたしましても、児童生徒や保護者との信頼関係に十分配慮しなが

ら、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと学校が連携し、児童生徒１人１人

の状況に応じた適切な支援につなげているものと認識しております。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 ありがとうございます。 

  学校や教職員とスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが連携することによって、

多角的な多面的な不登校の背景や具体的な関わりについて話し合い、研修する機会を持つことで、

児童生徒への対応のヒントや保護者支援の在り方などの支援の幅も広がると思います。 
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  また、学校に登校できなくなった児童生徒にとって、学校以外に登校できる学びの場が必要で

す。近隣市町では、既に設置している教育支援センター、本町での予定についてお伺いします。

お願いします。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えいたします。 

  本町では、不登校児童生徒の増加や不登校の要因が多様化している状況を踏まえ、令和８年度

に岬町教育支援センターを設置いたします。このセンターは、岬町青少年センター内に開設し、

週３日、午前１０時から午後３時まで運営する予定としており、指導員やスクールカウンセラー

などを配置し、学習支援や相談支援を行います。 

  学校に行きづらい児童生徒が学びたいと思ったときに学べる場を提供するとともに、活動内容

については学校と連携し、出席扱いすることも可能とします。本センターの設置により、学校以

外の多様な学びの場を確保し、児童生徒の社会的自立に向けた支援の拡充を図ってまいります。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 不登校児童生徒の学習支援やカウンセリング、保護者との相談など、岬町での不

登校支援の中核となることを期待します。しかし、他市を見ても教育支援センターにも通えない

子どもも必ずいます。子どもたちがメタバースによるオンライン登校などを実施している教育支

援センターもあります。そして、教育支援センターと共に、先ほど出てきました校内教育支援ル

ームも不登校児童にとっては重要な学びの場ですが、どのような設置と取組をしているのでしょ

うか。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えします。 

  校内教育支援ルームにつきましては、淡輪小学校において学校内の余裕教室を活用し、児童が

落ち着いて過ごすことができる環境を整えた上で、個々の状況に応じて学習支援や相談対応など

を行っております。 

  具体的には、児童の状況に応じて、教職員が寄り添いながら無理のない形で学習に取り組める

よう支援するとともに、安心して学校生活を送ることができるよう対応しているところです。 

  また、校内教育支援ルームを常設していない学校におきましても、空き教室や相談室などを活

用し、児童生徒が安心して過ごすことができる環境を確保した上で、個別に対応を行っておりま

す。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 
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○大里武智議員 教室に入れない児童生徒や不登校から復帰を目指す児童生徒にとって別室登校、

校内教育支援ルームの必要性は大きいと思います。学校に居場所を求めている子どもにとって安

心して過ごせるよう学習の機会の整備や組織的な運営をお願いします。 

  保健室、特別教室、校長室など、その日によって空いている教室を仮の居場所にするのではな

く、児童生徒がいつでも安全で安心して登校・通室できる居場所の確保が必要だと思います。そ

こが、その子にとって安心できる居場所と思います。学校に行くことに悩んだときに、サードプ

レイスとして、家庭・学校・教室以外の居場所として校外の教育支援センター、校内の教育支援

ルーム以外にフリースクールなど、民間機関など児童生徒に合った関係機関につなぐ支援が必要

になる場合があると思いますが、民間機関や近隣市町との連携についてはどのようにお考えでし

ょうか。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 大里議員のご質問にお答えいたします。 

  不登校児童生徒への支援につきましては、学校や教育委員会だけではなく、福祉部局や医療機

関、民間団体等との連携が重要であると認識しております。本町におきましても、スクールソー

シャルワーカーを中心に関係機関との連携を図っているところであり、今後設置する教育支援セ

ンターを拠点として、必要に応じて民間機関や近隣市町とも連携しながら、より一層の支援体制

の充実に努めてまいります。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 岬町では、不登校児童生徒の教育の機会の確保のためにフリースクールなどを利

用する保護者の負担を軽減する岬町フリースクール等利用支援補助金制度を本年度、令和７年度

から始めましたが、利用状況はどのようなものでしょうか。 

○坂原正勝議長 教育次長、松井文代君。 

○松井教育次長 本町では不登校児童生徒の多様な学びの機会を確保するとともに、保護者の経済

的負担の軽減を図ることを目的として、本年度より本補助金制度を開始しております。 

  今年度の利用状況につきましては、現時点において利用実績はございませんが、本制度は、不

登校児童生徒の状況に応じた多様な学びの機会を保障するための制度であると認識しております

ことから、今後におきましても、保護者への周知を図りながら制度の適切な運用に努めてまいり

ます。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 町内の不登校児童生徒の学びの機会を確保するフリースクール等を利用する負担
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軽減のための月額１万円を上限とする補助金制度ですが、利用者がいないのはなぜだと思います

か。 

  また、誰一人取り残されない学びの学習に向けた不登校対策、子どもが利用しやすい施設、環

境を整えるために、近隣市町との広域連携や民間団体との連携、そのほか多様な学びの場や支援

についてどのように考えておられるのでしょうか、教育長、答弁をお願いします。 

○坂原正勝議長 古橋教育長。 

○古橋教育長 お答えいたします。 

  フリースクール等利用支援補助金の実績がない理由でございますが、補助金制度の開始後、学

校での面談や相談の過程でフリースクール等に関するお話や相談、また、お問合せも含めてない

というふうに聞いておりまして、教育委員会事務局においても同様でございます。 

  それと不登校につきましては全国的な教育課題となっておりまして、中でも多様な学びの場の

確保は重要であると認識しております。 

  開設をいたします町立教育支援センターは、多様な学びの場として、１人１人に合った不登校

児童生徒本人やその保護者への支援の核になるものでございます。現在、大阪府教育支援センタ

ー「まいど」をはじめとする公的機関や民間施設、またＮＰＯ等においては様々な取組がなされ

ております。その取組の自主性や成果、またノウハウを踏まえつつ連携を図っていくことが望ま

しいと考えており、そのためにも日頃からの情報収集、情報交換、そして情報共有を図ることが

肝要であり、その積み重ねによりまして教育支援センターの充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○坂原正勝議長 大里武智君。 

○大里武智議員 ありがとうございます。これからも子どもたちのためにしっかりと検討をお願い

します。 

  不登校児童生徒の中には教育支援センターなどの専門機関やスクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーなどとつながっていない子どもや保護者が一定数いること、また、校内教育

支援ルームを活用している児童生徒も一部に限られていると思います。初めに聞かせていただい

た教育機会確保法やＣＯＣＯＬＯプランを通して、不登校による学びにアクセスできない子ども

をゼロにする目標を掲げています。本町においても、次年度からとする教育支援センターを核と

した不登校支援の充実をお願いします。 

  さきの１２月議会の一般質問の中で中原議員がおっしゃっていましたが、不登校児童生徒の実

態調査の中で、子どもたちの気持ちとして、「社会全体として不登校の偏見をなくしてほしい」、
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「不登校という目で見ないで欲しい」とありました。そのような子どもたちのためにも、学校に

行くことがしんどくなったとき、行けなくなったときに相談できる場所やアクセスできる場所を

選択できるように確保してください。 

  不登校児童生徒にとって、できるだけ数多くの居場所の中から自分に合った場所、今までなか

った近隣市町との不登校支援施設の広域連携ができれば選べる施設も大きく増えます。例えば、

阪南市の教育支援センター「シンパティア」、太子町の教育支援センターは南海電車の駅から近

くにあります。ほかの市町の児童生徒を受け入れるハードルは高いかもしれませんが、ここしか

ないだけではなく、少しでも自分に合った安心できる居場所を選べるように民間機関や近隣市町

との連携も検討してください。 

  今回この一般質問をするに当たって、他の市町で活躍しているスクールソーシャルワーカーや

教育支援相談員、民間で中学校内に校内居場所を運営している方々などからお話を聞かせていた

だきました。児童生徒本人や保護者に、「学校に見捨てられた」、「学校ではどうにもならない」

という不安を与えるのではなく、児童生徒１人１人にとって最善の選択をできる多様な学習の機

会や体験の場、心身のサポートを提供してくれる機関など積極的に連携し、相互の協力・補完し

合う体制づくりに期待します。 

  学校現場では先生方は毎日必死で子どもたちと向き合っています。頑張っています。学校任せ

にすることではなく、今まで以上に町として誰一人取り残さない岬町の教育、子どもたちのこと

を考えた最適な居場所を含めた環境整備と学びへのアクセスを検討し続けてください。 

  田代町長、そのためにも学校をサポートする学習支援員、介助員、学校の校務員をはじめ、教

育委員会の人材の充実をお願いして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○坂原正勝議長 大里武智君の質問が終わりました。 

  次に、奥野 学君。 

○奥野 学議員 自由民主党自民岬の奥野 学です。議長の許可をいただきましたので、令和８年

第１回３月定例会における一般質問を行います。 

  まず、１点目の質問は、ワールドマスターズゲームズ２０２７関西についてお聞きいたします。 

  この大会開催について、また協議内容を担当課では承知しているのかお聞きいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画施策推進監 奥野議員のご質問にお答えします。 

  ワールドマスターズゲームズ２０２７関西につきましては、国際マスターズゲームズ協会が主

催する世界最大級の生涯スポーツの祭典であり、おおむね３０歳以上のスポーツ愛好者であれば
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予選なしで参加でき、複数種目への参加も可能なオープン参加型の国際総合競技大会であること

を承知しております。 

  また、開催期間は２０２７年５月１４日から５月３０日までの１７日間で、公式競技は３５競

技５９種目、参加目標は５万人とされております。 

  さらにエントリーは２０２６年３月２日から２０２７年２月２８日までとされ、国内在住者の

参加費は競技者１万５，０００円、競技関係者等が５，０００円と示されております。 

  本町としては、本町が競技会場として決定している状況でありませんが、府組織委員会等の動

向を把握し、地域の波及可能性も含め、適切に対応してまいります。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 ありがとうございました。 

  ビーチバレーボール大会は、兵庫県南あわじ市慶野松原ビーチバレーコートに決定しておりま

す。ご承知しておられますか、答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画施策推進監 奥野議員のご質問にお答えします。 

  ビーチバレーボール競技につきましては、会場が南あわじ市慶野松原ビーチバレーコートとさ

れていることは承知しております。本町といたしましては、深日港と洲本港を結ぶ深日洲本ライ

ナーにより、淡路島との結びつきがある地理的特性も踏まえ、開催自治体の取組を尊重しつつ、

関西一帯の大会として、機運醸成や交流人口の拡大につながるよう本町の地域資源を生かした連

携の可能性を模索してまいります。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 岬町内には爽やかな白を基調とした国内唯一のビーチバレー競技場、潮騒ビバレ

ーがあります。この競技場は以前には世界大会会場、また、毎年夏には全日本女子ビーチバレー

選手権大会が開催されています。潮騒ビバレーでの大会誘致活動をしなかったのか、お聞きいた

します。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画施策推進監 奥野議員のご質問にお答えします。 

  潮騒ビバレーにつきましては、泉南里海公園内に整備されたビーチバレー等の利用が可能な施

設であり、本町といたしましても競技開催会場としての可能性を視野に入れ、関係機関と協議を

行ってまいりました。 

  一方で、関西ワールドマスターズゲームズでは、協議会開催に向けた準備期間を確保する観点
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から、会場内は２０１６年１０月までに決定することが示されており、限られた期間の中で受入

条件を具体化する必要がございました。 

  また、会場地の選定に当たっては、大会運営に必要な体制や輸送・交通手段及び宿舎の確保な

どが求められるとされております。これらを満たすためには、施設管理者、指定管理者、一般利

用者との調整に加え、運営・警備・救護等の体制整備が必要となり、結果として、開催地として

一定の人的・財政的負担を伴うことから、町として受入条件を整理し、関係団体と役割分担、実

施体制の見通しを立てることが不可欠でございました。 

  このため本町としては、大阪府バレーボール協会をはじめとする関係団体にも協力を求め、開

催体制の確保に向けて検討・相談を重ねてまいりましたが、当時は必要な運営体制を十分に組み

立てる見通しを得ることが難しく、潮騒ビバレーを開催会場として誘致することは実現に至りま

せんでした。 

  本町といたしましても、誘致に向けて協議、働きかけを行ってきたものの、会場地として求め

られる要件と体制確保の見通しを踏まえ、結果として実現できなかったことは残念であり、今後、

同様の機会がある場合には、早い段階から受入条件と役割分担を整理し、関係機関、関係団体と

の連携を強化してまいります。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 先ほどの答弁では、潮騒ビバレーでの誘致に向けて協議、働きかけを行ったが、

実現できなかったとのことであります。そこで、潮騒ビバレーを事前練習場として国内外チーム

の誘致を提案いたしますが、担当課の答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画施策推進監 奥野議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  海外からの参加者等に潮騒ビバレーを活用いただくことは、まちの活性化や多文化共生、国際

交流の観点から意義があると認識しております。一方で、受入れを実施するには、施設の運用に

加え、宿泊移動手段の確保、通訳・医療・救護・校医・シャワー等を含む練習環境など、安心安

全な受入体制の構築が不可欠です。 

  加えて、潮騒ビバレーは大阪府の施設であることから、指定管理者や関係団体、一般利用者と

の調整が必要となります。 

  また、会場地選定の考え方や基準では、競技役員等の確保や輸送、宿舎の確保など、大会運営

上の要件が重視される整理となっていることも踏まえ、受入れを具体化する際には実務面の条件

整理が重要となります。したがいまして、本町といたしましては大会側のニーズ把握を行うとと
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もに、大阪府バレーボール協会をはじめとする関係団体にも協議・相談しながら、受入条件を整

理してまいります。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 多くの国内外の選手の事前練習用としてビバレーを利用していただくことを望み

ます。本番競技会場の淡路島へは、深日洲本ライナーを使ってもらうことで短時間で会場に行く

ことが可能であります。しっかり事前練習会場の誘致活動を積極的にお願いいたします。 

  そして、その他の競技の事前練習会場として、いきいきパークで野球・ソフトボール・サッカ

ー・ラグビー等の団体競技の国内外の選手を誘致し、岬町のＰＲをしてはいかがでしょうか、担

当課の答弁をお願いいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画施策推進監 奥野議員のご質問にお答えします。 

  いきいきパークを含む町内施設を事前練習場として活用し、国内外のスポーツ関係者の受入れ

や交流機会を創出することは、本町のＰＲや交流人口の拡大に資する可能性があると認識してお

ります。 

  また、いきいきパークの利用は年々増加傾向にあり、多目的広場だけを見ても、令和４年度１

０８回、４，５５９人、令和５年度１０９回、５，０１６人、令和６年度１４５回、６，６９４

人と利用者が増えております。さらに施設全体でも利用が継続して見込まれており、大会規模の

利用も年数回実施されている状況であることから、受入検討に当たっては、通常利用との両立が

重要であると考えております。 

  一方で、事前練習の受入れであっても、練習枠の確保や一般利用との調整に加え、選手・役員

の輸送、交通手段や宿舎の確保、救護体制や安全管理、受入窓口の整理など、円滑な受入体制の

構築が重要となります。 

  また、競技種目によっては、公式競技会場としては複数面が求められる例もありますが、事前

練習場としては、本町の施設規模と通常運用の範囲で練習試合や合同練習、短時間の練習枠など、

実施体制と人数、日程を整理した上で受けることは現実的であると考えております。このため、

本町といたしましては、いきいきパークの施設概要や利用可能時期を整理し、受入可能な練習枠

を明確にした上で、府や関係団体等と連携しながら、大会関係者への働きかけを行ってまいりま

す。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 ありがとうございます。これから大阪府大会関係者の積極的な誘致、働きかけを
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強く要望いたします。 

  最後の質問として、２０１５年、和歌山県では、二度目の紀の国わかやま国体が開催され、全

国都道府県の代表選手の事前練習会場として、隣の和歌山県での開催ということでいきいきパー

クでの誘致を提案しましたが、実現しませんでした。恐れずチャレンジをしてみましょう。今回

は何が何でも積極的な誘致活動をお願いいたします。あまり時間がありませんので、早急にご検

討をお願いいたします。 

  最後に、担当課としてのお考えをお聞きいたします。 

○坂原正勝議長 企画政策推進監、寺田武司君。 

○寺田まちづくり戦略室企画施策推進監 奥野議員のご質問にお答えします。 

  過去の大会で事前練習受入れが実現しなかった経緯を踏まえますと、施設そのものだけでなく、

宿泊移動の見通しや受入窓口、救護、安全管理、関係者の役割分担など、受入条件を事前に整理

しておくことが重要であると認識しております。したがいまして、本町といたしましては、関係

機関との情報共有・連携を強化し、受入可能な練習枠の設定、宿泊・移動手段の確保、救護・安

全管理と運営体制、交流・情報発信の内容をパッケージとして整理した上で、機会を捉えて大会

関係者等へ働きかけてまいります。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 ありがとうございます。岬町のＰＲをする良いチャンスであります。積極的な誘

致活動の展開をお願いいたします。 

  続いて、２点目の質問に移ります。２点目の質問は、第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭

（なにわ）の海おおさか大会」についてお聞きいたします。 

  先に行われました会派代表質問において、自民岬の道工議員、大阪維新の会の竹原議員からも

同大会について熱い思いの質問をされましたが、私からも改めて質問させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

  令和８年１１月１４日土曜日、１５日日曜日に天皇・皇后両陛下をお招きして開催されるこの

大会をご承知されているのかお聞きいたします。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部総括理事 奥野議員のご質問にお答えいたします。 

  本大会につきましては、昨年の１２月議会においても道工議員より一般質問があり、ご答弁さ

せていただいたところでございます。全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護や海や河川な

どの環境保全の大切さを広く国民に伝えるとともに、つくり育てる漁業を通じて漁業の振興と発
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展を図ることを目的に、昭和５６年から、毎年、各都道府県の持ち回りで開催されているもので

ございます。なお、この大会は、天皇・皇后両陛下も出席される国民的行事であり、今回の第４

５回大会は、大阪で初めて開催されるというものでございます。 

  大会１年前となる令和７年度は、令和７年５月に策定された第４５回全国豊かな海づくり大会

「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」の基本計画書に掲げられた三つの基本方針、「美しく豊か

な大阪湾の保全と継承」「未来に向けた都市型漁業の推進」「食のみやこ大阪の魅力発信」に従

い、府内各地で様々な機運醸成の取組が行われてきたところです。 

  また、昨年度に引き続き、令和８年度も本大会開催までの間、大会記念リレー放流の継続やデ

ジタルスタンプラリーなど、府内各地で様々な機運醸成の取組が引き続き執り行われると聞いて

おります。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 また、質問も重複するかと思いますけれど、よろしくお願いします。 

  ３月定例会前に令和８年度町政運営方針の中で、漁業振興（２）を発表されております。その

漁業振興について、改めて具体的に説明を求めます。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部総括理事 奥野議員のご質問にお答えします。 

 先ほどの自民岬、道工議員と大阪維新の会岬町議員団の竹原議員の会派代表質問で答弁した内容

と重複する箇所があると思いますが、ご了承をお願いいたします。 

  それでは、答弁させていただきます。 

  令和８年度町政運営方針の漁業振興には、第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）

の海おおさか大会」向けて、大阪の海や河川等がもたらす豊かな水産資源の保護や環境の保全等

の取組を進め、水産業の振興と発展を図りますとお示ししております。 

  本町では、大会開催日の１年前となる令和７年度から、大会の成功に向け、長松自然海岸の植

樹イベントや深日漁港ふれあいフェスタ、また、大阪港湾局と連携して実施しました長松海岸美

化運動などで大会のＰＲに努め、機運醸成の取組を行っており、令和８年度におきましても、大

会目的である水産資源の保護や環境の保全、水産業の振興と発展という趣旨に沿って、本町で海

辺のにぎわいと活性化を目的として、継続して毎年行われております地域住民や地域の関係団体

の皆様が参加する地域活性化イベントで、主なものとしては深日港活性化を目的とした深日港フ

ェスティバル、ふれあい漁港を活用した深日漁港ふれあいフェスタ、また大阪港湾局と連携した

長松海岸の美化運動など、地域活性化のイベントや本町の広報媒体を活用し広報周知に努め、機
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運醸成の取組を行う予定としております。 

  また、町内の４漁業組合では、本大会当日の会場歓迎行事におきまして、府内の漁業者が漁船

による大船団パレードを行うこととされており、４漁業とも参加予定であると聞いております。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 ありがとうございます。 

  さて、毎年６月に深日港フェスティバル、１０月に深日漁港ふれあいフェスタが当時盛大に開

催していただいております。岬町の最重要課題であります新たなみさき公園に関して、令和８年

２月１日付で指定管理者が解除となり、白紙となりました。長い年月をかけ進展を見守ってまい

りましたが、非常に残念な結果となってしまいました。 

  そこで、これから岬町において、当分の間、維持管理しなければなりません。先ほど申し上げ

ました１０月に開催される深日漁港ふれあいフェスタの第２会場として、みさき公園の駐車場を

利用して海産物マーケットを開催し、同フェスタを盛り上げてはいかがでしょうか。強いては、

海づくり大会の機運醸成につながると確信いたします。みさき公園駐車場で開催となれば電車で

来場していただけると考えます。担当課ではいかがお考えでしょうか。 

○坂原正勝議長 都市整備部総括理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部総括理事 奥野議員のご質問にお答えします。 

  みさき公園につきましては、本年２月１日付で新たな岬公園整備運営等事業者との契約解除に

伴い、様々な手続や今後に向けた準備等を現在進めているところでございます。 

  その中でみさき公園は、これまでの経過を踏まえ、課題等を整理した上で新たな事業者を公募

する予定としており、新しい事業者が決まるまでの間は町で維持管理、運営を行うこととして、

現在、みさき公園の駐車場は公園利用者の駐車場として利用できるように準備を進めておるとこ

ろであります。 

  このような状況でありますので、みさき公園駐車場を活用して、深日漁港ふれあいフェスタの

第２会場として海産物マーケットの開催をしたらというご提案でございますが、現在の状況を踏

まえますと課題が多く、難しいのではないかと考えております。本町といたしましては、岬町商

工会及び深日漁業協同組合が連携して取り組まれ、地域住民をはじめ、近隣市町からも多くの方

が参加・来場される深日漁港ふれあいフェスタのさらなる充実を図るとともに、深日漁港ふれあ

いフェスタの出展ブースには、例年、深日漁港をはじめ海産物取扱事業者などがブース出展し、

新鮮な魚介類を販売されておりますので、深日漁港ふれあい広場の中でふれあい漁港フェスタの

充実と海づくり大会の機運醸成を図っていくことが望ましいと考えております。 
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  会場を分散することで機能が低下してしまうことも考えておりまして、深日漁港ふれあいフェ

スタの広場の中で、大会主催者及び事業者の皆様としっかり連携をして、全国豊かな海づくり大

会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」の機運醸成の取組を進めてまいる方針としております。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 先ほどの吉田総括理事の答弁では、課題が多く難しいとの答弁でありましたが、

私案を申し上げさせていただきたいと思います。 

  今年の１０月のフェスタでありますので、あまり時間がございません。海産物マーケットとい

うことで、みさき公園の駐車場は第２会場となります。第１会場においては、深日漁港協同組合

と岬町商工会において取り組んでいただいております。 

  第２会場では、新たに実行委員会を早急に立ち上げていただかなければならなくなります。例

えば、岬町内４漁業組合、阪南市内の各漁業組合、大阪市内で鮮魚仲買を行っている岬町内業者、

道の駅よってって、陸上養殖の陸水、深日港湾内でハマチ販売の大漁水産株式会社など、海産物

に限ってのマーケット会場と考えております。これも恐れずとにかくやってみましょうよ。 

  そのほかにも、この会場を利用していろいろなイベント会場とし、利用したい業者が今後出て

くると考えます。例えば、サーカス会場、野外コンサート会場など、いろいろなイベントが開催

されることが期待できると考えます。次の新たなみさき公園の指定管理者が決まるまで、並行し

てにぎわいづくりを推進してまいりましょう。 

  最後に、田代町長にお伺いしたいと思います。 

  １点目の提案したワールドマスターゲームズ２０１７関西についての事前練習会場の誘致、先

ほど２点目の深日漁港ふれあいフェスタの第２会場での海産物マーケットの開催について提案さ

せていただきましたが、田代町長の思いはいかがでしょうか、お伺いいたします。 

○坂原正勝議長 田代町長。 

○田代町長 奥野議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、ワールドマスターズゲームズの岬町内の事前練習会場の誘致について、これは担当のほ

うから説明させてもらったとおり、いろんな条件をクリアしないとなかなか受入れは難しい。里

海公園を使うにしても、また、いきいきパークを使うにしてもいろんな要件があって、それをク

リアしてやる。しかし、担当としても前向きに検討し、受入れを獲得したいという思いがありま

すので、私もその方向で、担当に指示してまいりたいと、このように思っております。 

  それから、第４５回全国豊かな海づくり大会についてでありますけれども、これも第２会場と

してみさき公園を海産物のフェスタとして使用できたらどうかという質問だと思います。 
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  これについては、先ほど担当の方から説明があったように、契約解除はしたものの、いち早く

やっぱり住民にあの駐車場を開放してくれという声が大きいので、できるだけ一日も早いこと駐

車場の開放をしたいと思っていますので、その点で海産物のフェスタに使うのは非常に難しいの

ではないかなと、このように思います。ほかの地域、例えば組合と大阪府の了解を得て、例えば

深日の埋立用地を使うとか、そういったことは相手様のあることですけど、可能ではないかと思

っております。そういった中で、第２会場でありますみさき公園の駐車場については、非常に難

しいという判断をし、私も担当と同じような考えであります。 

  あるいは、一日でも開放して止めた場合に、駐車場を止めておられる方からの批判の声も出て

くるんじゃないかなというのもあります。私はできればこれはせっかくの全国豊かな海づくり大

会においでになるということですので、岬町としては何らかの形でイベントをやりながら盛り上

げていきたいという思いは奥野議員と一緒であります。それにはまだ相手さんがありますけれど

も、例えば、関西１周ヨットレースとかですね。そういうとこへ冠をつけて行うとか、また他に

もいろんな事業、例えば、町が行っている深日港フェスタ、また、深日漁港ふれあいフェスタに

しても、冠をつけてやることはやぶさかでないのかなと思います。そういったいろいろな試行錯

誤をしながら、今後、受入体制に努めていきたいと、このように思っておりますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

○坂原正勝議長 奥野 学君。 

○奥野 学議員 田代町長、ありがとうございます。 

  １点目のワールドマスターズゲームズについては、これから関係者に働きかけていただくとい

う答弁もいただいておりますが、まだまだ先の見えない話でございます。 

  ２点目は先ほど町長からも答弁いただきましたが、課題も多く、難しいというふうなご答弁で

ございます。 

  私の考えは、みさき公園の駐車場を連日使ってやるという思いはなく、海づくり大会に合わせ

た数日のイベントという短期的な利用というふうに考えております。そのほか、あれを使うこと

によって、ほかのいろんな業者さんというかイベントが催されたら、次の業者が決まるまでの土

地の使用料なりも町に対しては入ってくるんじゃないかという思いもございます。ですので、今

の岬町の現状を踏まえますと、大胆な発想で盛り上げていかなければならないというふうに考え

ます。早急に再度ご検討をお願いして私の質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○坂原正勝議長 奥野 学君の質問が終わりました。 
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  道工議員。 

○道工晴久議員 運営上のことで提案したいんですが、時間的にもう１人残っておりますけれども、

明日に回していただいたらと本人の了解を得ておりますので。 

○坂原正勝議長 今、道工議員から提案がありまして、今日、谷﨑議員の一般質問がまだ残ってお

るんですが、明日に回したらどうかとありました。谷﨑議員もそれで了解ですか。本人も了解と

いうことですが、皆さん、いかがでしょうか。 

  どうぞ、中原議員。 

○中原 晶議員 この日程については、議会運営委員会で一応確認をしているんですよね。そうい

うふうにしようとご提案になる理由をお聞きしておきたいと思います。 

○坂原正勝議長 明日に延期する理由ですね。 

  道工議員。 

○道工晴久議員 あくまでも時間的な配慮でございますので、私は議会運営委員会でも申し上げま

した。きちっとここまでとしないで、ここまでの予定としたらどうですかということを申し上げ

たんですが、議会運営委員会で一応ここまでという形で決めておりましたけれども、もう５時前

になってきて、職員さんもこれから席へ帰ってせんならん仕事もありますから、この辺で切り上

げて明日に回していただきたい。 

  別に理由とかいうものはありませんけども、やっぱり時間的なこともある程度配慮しなければ、

ズルズルではいかんと思いますので。 

○坂原正勝議長 ほかの議員、いかがでしょうか。 

  中原議員。 

○中原 晶議員 議会の基本的な時間ですね、５時までということを基本にしつつ、５時を回る場

合は議長から、皆さん、延長よろしいでしょうかという呼びかけがあって、異議なしということ

なら続けるということで、基本的に５時というね、職員の皆さんへの配慮も含めてそこで切り上

げようという基準を基にお考えになったということで、 

  確かに、議会運営委員会では予定ということで考えておこうと。ただ、私の印象としては、結

構あのときの議運の委員長の言い方としては、かなり確定的な感じがしたもんですから、私もも

ちろん流動的に柔軟に運営されるということは構わないと思いますが、そうであるならば、今後

も５時を基本に翌日に繰り越すとか、そういうことになっていくということなのかなというふう

に理解するわけなんですよね。だから柔軟であっていいと思いますが、あまり対応がばらばらに

なると、その場その場でころころ変わるということはやはりよくないというふうに思いますので、
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また、それは議会運営委員会等で検討していけばいいことかなというふうに思いますし、ご提案

のとおりで私は結構でございます。以後、またよく相談をしていきたいなというふうに思ってい

ます。 

○坂原正勝議長 ありがとうございます。以後、詳しくはまた議会運営委員会等で協議したいと思

います。 

  提案のありました谷﨑議員の一般質問は明日へ回すということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○坂原正勝議長 異議なしと認めます。 

  それでは、そのように取り計らいをさせていただきます。 

  以上で、日程第６、一般質問は終了とします。 

  なお、一般質問は、明日定例会２日目に引き続き行います。 

  これで本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  次の会議は明日３月５日１０時から開きますので、ご参集ください。 

  本日はお疲れさまでした。 

（午後 ４時５６分 散会） 
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